
（平成２１年８月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 53 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 35 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 83 件

国民年金関係 31 件

厚生年金関係 52 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3051 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年４月から 46年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  大正 13年生 

    住    所 ： 

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 46年１月まで 

    私は昭和51年５月に、昭和43年４月から50年12月までの期間について、

厚生年金保険と重複納付されているとして、国民年金保険料の還付を受けた。 

しかし、このうち申立期間については、現在の社会保険事務所の記録では、

厚生年金保険にも国民年金にも未加入とされており、納得できない。 

申立期間について、国民年金保険料の還付を取り消し、納付済期間と記録

を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の保管する国民年金手帳の検認記録及び社会保険事務所の申立人に

係る特殊台帳の収納記録から、申立人が昭和 43 年４月から 50年 12 月までの

国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

また、特殊台帳の記録から、昭和 51 年５月に、当該期間の国民年金保険料

が還付されていることも確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録から、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

取得日が昭和 46 年２月１日であると確認できることから、同年２月から 50

年 12 月までの国民年金保険料については、厚生年金保険料と重複納付となる

が、一方、43年４月から 46年１月までの期間については、厚生年金保険の加

入記録が確認できず、国民年金の強制加入期間であったと推認されることから、

申立期間の国民年金保険料の還付は、行政側の事務的過誤であると認められる。 

また、国の保険料徴収権は、その後２年間は消滅しないにもかかわらず、こ

の間に記録訂正の手続がなされた形跡も認められない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 3052 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和46年３月及び47年１月から同年３月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月 

② 昭和 47年１月から同年３月まで 

私は、集金人の勧めにより、昭和 46年５月ごろに国民年金に加入し、加

入後は、基本的に３か月ごとに私が集金人に保険料を納付していたが、妻

からは、期限内に保険料を納付できなかった場合、後日、さかのぼって金

融機関で納付したので未納は無いと聞いている。 

申立期間①及び②の期間の保険料が、未納と記録されていることに納得

できない。                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②を除き、国民年金加入期間中の国民年金保険料

をすべて納付している上、申立期間①及び②は合計４か月と短期間である。   

また、申立人は、申立期間②直前の昭和 46年７月から同年 12月までの保険

料を 47年６月 28日に過年度納付している上、申立期間②直後の同年４月から

同年６月までの保険料を同年７月１日に現年度納付していることが申立人の

所持する領収書より確認できる。 

これらの時点において、申立期間①及び②の保険料は過年度納付が可能であ

るにもかかわらず、申立期間①と②の間の期間のみ保険料を納付し、申立期間

①及び②の保険料のみを納付しなかったと考えるのは不自然である。   

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 3053 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

私は、昭和 47 年 10月ごろに勤務先の会社を退職し、その後、Ａ市役所で 

国民年金の加入手続をしたと記憶している。 

私は、自分が国民年金に加入する前から、夫の保険料にも未納期間が生じ

ないように注意して納付していたにもかかわらず、申立期間の私の保険料が

未納であることに納得できない。                                                                          

                                                                                                                                                 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間中の国民年金保険料を完納して

いる上、申立期間は６か月と短期間である。   

また、申立人に係る国民年金記録をみると、申立期間直後の昭和 49 年４月

から同年 12月までの保険料を現年度納付しているものの、50年１月から同年

３月までの３か月の保険料を同年７月に過年度納付していることが確認でき

る。当該過年度納付を行った時点では、申立期間の保険料を納付することが可

能であるにもかかわらず、保険料額が安価で、かつ、時効の到来が早い申立期

間の保険料のみを納付しなかったと考えるのは不自然である。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3054 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年 12月及び 54年１月の国民年金保険料及び付加保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月及び 54 年１月 

私は、Ａ市に居住していた昭和 53年２月に口座振替の手続を行い、その

後、２か月ごとに国民年金保険料及び付加保険料を口座振替により納付して

いた。 

それにもかかわらず、申立期間の保険料だけが未納と記録されており納得

できない。申立期間の保険料も納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入した昭和 50 年 11月以降、申立期間の２か月

を除き国民年金保険料及び付加保険料をすべて納付している。 

また、申立人に係るＡ市の被保険者台帳を見ると、昭和 53年２月から口座

振替が開始されたことが記載されており、Ａ市では、申立期間当時の口座振替

による国民年金保険料の収納は２か月単位で行っていたとしており、申立人の

陳述と符合する。 

さらに、申立人が口座振替に使用していた口座を開設していた銀行では、当

時から、総合口座契約の利用者に対しては、普通預金の残高が口座振替額より

少額の場合、定期預金を担保に貸越しを行っていたとしているところ、申立人

が所持する申立期間後の昭和 56年からの取引が記載された同口座の通帳には

相当額の定期預金の取引が記帳されており、申立期間当時にも定期預金取引が

あったものと推認される。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料及び付加保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年１月及び同年２月、53年 10月から同年 12月までの期間

及び 55 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年１月及び同年２月 

             ② 昭和 53年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 55年１月から同年３月まで   

    私は、昭和 46 年 11 月に国民年金に加入し、Ａ市に住んでいた 51 年３月

までは口座振替で国民年金保険料を納付していたと思う。 

昭和 51年３月にＢ市に、52年９月にＣ市にそれぞれ転居したが、住所変

更手続を行い、それぞれの自宅に来る集金人に対して保険料を欠かさず納付

していた。 

それにもかかわらず、申立期間①、②及び③の期間の保険料が未納とされ

ているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46年 11月に国民年金に加入後、申立期間①、②及び③を除

いて 60 歳到達時まで国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間も合計

８か月と短期間である。 

申立期間①の保険料については、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間

①直後の昭和 51 年３月の保険料をＢ市で現年度納付していることが確認でき、

国民年金の住所変更手続後に納付したものと推認される。申立人は、市役所か

らの指示があれば、保険料を納付していたとしており、現年度に未納期間があ

れば、その時点で市役所において納付の督励が行われたと考えられ、納付意識

の高い申立人は、申立期間①を含んだ保険料を同時に納付したと考えるのが自

然である。 



なお、上述のとおり、申立人は遅滞なく国民年金の住所変更手続を行った上、

保険料を納付していることから、Ａ市において申立期間①の保険料の口座振替

は行われなかったものと考えられる。 

申立期間②については、当時、Ｃ市では、３か月に 1度の集金が行われてお

り、申立人の陳述と符合する。 

また、申立期間②前後の保険料は現年度納付されており、仮に申立期間②が

未納であれば、集金人が申立期間②直後の保険料を徴収する際、申立期間②の

保険料について徴収しなかったとは考え難い。 

申立期間③については、上述の特殊台帳を見ると、申立期間③の昭和 55 年

から 60 年までの間、毎年の１月から３月までの保険料が過年度納付され、こ

のうち、57年と 60年は催告前の各年５月に過年度納付により納付しているこ

とが確認できるところ、申立期間③についても、催告が行われたことが記載さ

れており、納付意識の高い申立人は、催告を受けておれば保険料を過年度納付

したと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年１月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から 53年３月まで 

私は、昭和 51 年９月ごろにＡ市で当時同居していた内縁の夫と共に国民

年金に加入して、国民年金保険料を納付してきた。 

加入当初は、私が内縁の夫と一緒に経営していた店に、市役所から委託さ

れた集金人が毎月来られたので、私が、私と内縁の夫の二人分の保険料を納

付していた。その後、銀行の外交員が毎月貯金の集金に来るようになり、国

民年金保険料も夫婦二人分を一緒に銀行員に納付していた。 

申立期間当時は、店の経営も順調で、経済的にも安定していたので、保険

料が未納と記録されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入年度の昭和 51 年４月から現在まで、申立期間を除

いて国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の納付意識が高いものと考

えられる。 

また、申立人及び当時同居していた内縁の夫の国民年金手帳記号番号は、昭

和 51 年９月にＡ市において連番で払い出されていることが確認でき、申立人

の陳述と符合する。 

さらに、申立人は申立期間当時、Ａ市で経営していた店に内縁の夫と同居し、

毎月二人分の保険料を納付していたとするところ、申立期間に係る内縁の夫の

保険料については、現年度納付されている。 

加えて、市が保管する申立人及び内縁の夫に係る国民年金被保険者名簿には、

ともに申立期間中の昭和 52 年４月に同市内で住所変更を行い、53 年３月 31

日付けで不在決定されている旨が記載されているところ、内縁の夫の保険料は

上述のとおり同年３月まで保険料が現年度納付されており、市の名簿の記載内



容に不自然さがみられるなど行政機関の記録管理に何らかの誤りがあったも

のと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から同年３月まで 

私は、妻と一緒に制度開始時から国民年金に加入し、国民年金保険料の納

付は妻に任せていた。 

昭和 46 年４月以後の保険料は、妻が納付書により銀行で納付していた。

申立期間当時は、経済的にも安定しており保険料を納付することは可能であ

ったし、仮に、納付を忘れていたとしても督促があれば必ず納付していたと

思う。 

申立期間について、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月以降、申立期間を除いて 60 歳到達までの 31 年間

保険料をすべて納付しており、また、申立人の保険料を納付していたとする申

立人の妻も、同年４月以降、申立期間を除いて 60 歳到達までに保険料の未納

は無く、申立人夫婦の納付意識が高かったものと考えられる。 

さらに、申立人及びその妻に係る特殊台帳には、申立期間の保険料につき納

付の催告を行ったことが記載されているところ、ほかに催告が行われた記載が

ある期間についてはそれぞれ過年度納付が行われており、納付意識の高い夫婦

は、催告により納付書が送付されていれば、保険料を納付したと考えるのが自

然である。 

加えて、申立期間は３か月と短期間である上、申立人は、申立期間の前後を

通じて住所及び生活状況に特段の変化は無かったとしている。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 10 月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 37年３月まで 

昭和 35年ごろに亡夫が夫婦二人分の国民年金加入手続をしてくれた。 

当時、私が、市役所又は区役所から自宅に来る集金人に夫婦二人分の国民 

年金保険料を納付していた。 

仮に納付期限が過ぎても、督促があれば、私の性格からすると後からでも

必ず納めていたはずであり、未納は無いと思う。 

申立期間について、加入当初の６か月が未納と記録されており、納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除いて、昭和 36 年４月から 60歳到達までの間、国民

年金保険料を完納している上、60 歳到達以降も高齢任意加入を行い、55 年以

降は付加保険料も納付するなど、申立人の納付意識が高かったものと考えられ

る。 

また、申立期間は６か月と短期間である上、申立人は、申立期間の前後の期

間を通じて、住所及び経済状況に大きな変化は無かったとしている。 

さらに、申立期間当時に申立人が居住していたＡ市の広報誌により、申立期

間中の昭和 37 年２月から集金人による被保険者宅への訪問集金が開始された

ことが確認できるところ、年度途中に未納期間があれば、集金の際に集金人か

ら申立人に対して未納期間の保険料の納付を督励したものと考えるのが自然

である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3059 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人は、申立期間のうち、昭和 43年４月から 44年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

      基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 14年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 42年８月から 44年３月まで 

  昭和 42 年８月にＡ市からＢ市Ｃ区へ転居した後、時期ははっきりしない

が、区役所職員から国民年金加入勧奨を受けて、私が夫婦二人分の国民年金

加入手続をしたと思う。 

加入手続をした当日に、区役所職員から未納である過去の国民年金保険料

をさかのぼって納付できるとの説明があり、その場で私が夫婦二人分の過去

の保険料を一緒に納付したと思う。納付した期間と納付金額はよく覚えてい

ないが、納付した金額は高額だったことは覚えている。 

申立期間の保険料は納付していると思うので、納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間について国民年金保険料をす

べて納付しており、保険料の納付意識が高かったものと考えられる。 

また、申立期間直後の昭和 44年４月から 48 年３月までの申立人及びその夫

の保険料は、申立人が所持する納付書及び領収証書並びに国民年金手帳により、

同一日に納付されていることが確認でき、申立人の陳述と符合する。 

さらに、申立人が夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の

夫については、申立期間のうち、昭和 43年４月から 44年３月までの保険料が

45 年３月に過年度納付されていることが納付書及び領収証書から確認できる。

上述のとおり、これ以降の保険料は、それぞれ同一日に納付されており、申立

期間のうち、夫が納付済みである 43年４月から 44年３月までの保険料につい

ては、申立人が、自身の保険料も一緒に納付していたと考えるのが自然である。 

一方、申立期間のうち、昭和 42年８月から 43年３月までの保険料について



は、夫婦二人分を一緒に納付していたとされる申立人の夫の保険料も未納であ

る。 

また、申立人が申立期間のうち、昭和 42年８月から 43年３月までの保険料

を納付していたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間の保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和43年４月から44年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 3060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から同年３月まで 

           ② 昭和 53年４月から同年 12月まで 

    昭和 36年４月に国民年金に加入してから、ずっと保険料を納付してきた。

毎月の収入が定まっておらず、滞納したこともあったが、督促の通知があっ

た時は全額納付してきた。申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金記録をみると、申立人は国民年金に加入した昭和 36 年４

月から 60 歳に到達するまでの加入期間について、申立期間①及び②を除き保

険料を納付済みであることが確認できる。また、申立人の国民年金の納付状況

をみると、過去に９度、未納期間であった保険料を過年度納付していることが

特殊台帳から確認でき、申立人は未納期間の催告などがあった場合は、遅れな

がらも過年度納付していたことが分かる。 

そこで、申立期間①について、申立人が所持する市の国民年金保険料通知書

兼領収証書を見ると、昭和 52 年１月から同年３月までの期間に納付を示す領

収印が無く、現年度納付は確認されない。しかし、申立期間①前後の年度にお

いても同様に未納期間が存在していたが、国庫金納付書を用いて過年度納付し

ていることが確認できる。 

また、申立期間①前後の年度の過年度納付状況をみると、昭和 53 年１月か

ら同年３月までの保険料を同年 11月に、51 年１月から同年３月までの保険料

を、先の過年度納付より後の53年12月に過年度納付していることが確認でき、

申立期間①前後の年度を納付していながら、申立期間の３か月を未納のまま放

置するとは考え難い。 



さらに、申立人が所持する国庫金納付書（昭和 53 年１月から同年３月まで

の保険料）を見ると、市の窓口で作成された国庫金納付書であることが確認で

きることから、申立人が市の窓口で未納期間について納付相談したものと考え

られ、申立人に納付可能な未納期間があれば、当然、申立期間①を含め納付指

導が行われたものと考えられる。 

次に、申立期間②について、特殊台帳を見ると、昭和 53年度欄に「54催」

と記載があり、54 年度に社会保険事務所が昭和 53 年４月から 54 年３月まで

の未納であった期間を催告していること、その後、申立人は同年１月から同年

３月までの間を過年度納付していることが確認できる。しかしながら、この過

年度納付が行われた時期は、時効を迎える寸前の 56年 12月であったことが確

認でき、この時点で、申立期間②の保険料は時効により、制度上納付すること

ができなかったものと考えるのが自然である。 

また、別の国民年金手帳記号番号により納付された可能性について、別の読

み方を含め氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらなかったほか、申立期間

②の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金  事案 3061 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和49年４月から同年９月までの期間及び51年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 51年１月から同年３月まで 

昭和 46 年以降は、Ａ市において、私が、３か月ごとに夫婦二人分の国民

年金保険料を自宅に来た集金人に納付し、その後、時期は定かではないが、

金融機関での納付に変更した。 

今まで国民年金保険料を納付しなかったことは一度も無く、申立期間が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入した昭和 45 年６月から現在に至るまで、申立期

間を除き国民年金保険料の未納は無く、申立人の納付意識が高いことがうかが

われる。 

また、社会保険事務所の申立人に係る特殊台帳では、申立期間について保険

料納付の催告が行われた事蹟
じ せ き

は見当たらない。 

さらに、申立期間は、申立期間①及び②を合わせても９か月と短期間である

上、申立期間前後の保険料は現年度納付されており、申立期間のみ保険料を納

付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金  事案 3062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年３月まで 

私は、夫婦二人で国民年金に加入し、会社勤めも経て保険料を納めてもら

ってきました。それなのに未納にされているのはおかしい。納付は夫にすべ

て任せていたので金額は分からないが、定期的に夫婦二人分を集金人に納付

していたように思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、未納とされている昭和 59年４月から 60年３月までの間の保険料

について、定期的に夫と一緒に夫婦二人分納付していたはずであると申し立て

ている。 

そこで、申立人夫婦の納付記録をみると、夫婦二人分を一緒に納付していた

とする申立人の夫は、申立期間は現年度納付済みであることが特殊台帳から確

認できる。また、昭和 52 年 12 月以降、59 年３月までの納付済期間、申請免

除期間及び未納期間が夫婦同一であることが市の被保険者名簿、社会保険庁の

記録双方から確認できる。さらに、申立期間を挟んで直後の２か月については、

夫婦同一日に納付していることが市の収滞納記録から確認できる。 

これらの点を踏まえると、昭和 52 年 12 月から 60 年５月までの間について

は、夫婦同一の納付形態を取っていたものと推定でき、１年と比較的短期間で

ある申立期間についても、夫と同様に、現年度納付がなされていたと考えるの

が相当である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3063 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年３月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から同年９月まで 

    私は、当時、３か月に一度自宅に女性の人が保険料の集金に来ていたこと

を記憶しているし、保険料については、主人の給料日に別の袋に入れてきっ

ちり管理していた。申立期間については、その前後は納付しているので、申

立期間も納付しているはずである。もし、未納期間が有るなら、役所の方も

督促するはずであり、督促を受ければ必ず納付するので、申立期間が未納に

されているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の保険料を別袋できっちり管理していたし、申立期間前

後の保険料も納付しているので、申立期間も納付しているはずであると申し立

てている。 

そこで、申立人の国民年金加入記録をみると、申立人の夫が厚生年金保険の

加入期間であった昭和 50 年 12月 20 日に任意で加入し、同月分から保険料の

納付を開始していることが、申立人が所持する国民年金手帳の記録から確認で

きる。 

また、申立人の保険料納付記録をみると、任意加入期間 101か月のうち、申

立期間を挟んだ前後 94 か月の保険料は納付済みであることが確認でき、国民

年金に対する申立人の積極的な加入姿勢と納付意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立期間直前の昭和 58 年２月までの保険料は、現年度納付されて

いることが社会保険庁の特殊台帳から確認できる。一方、同年当時、市では１

期３か月を単位として保険料を徴収していたことから、昭和 57 年度の末月で

ある昭和 58年３月のみが未納になっているのは不自然である。 

加えて、申立期間のうち、昭和 58 年度の６か月分の保険料について現年度



納付がなされなかった場合、翌 59 年度に催告されたはずであるが、特殊台帳

の記録からその形跡は見られず、仮に、催告の記録漏れがあったとしても、申

立人の納付意識からみて、敢えて催告された６か月の保険料を納付しなかった

とは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3064 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 10月から同年 12月まで 

昭和 47 年３月に国民年金に任意加入して以来、国民年金保険料を区役所

又は郵便局で納付してきた。 

    老後に備えてきっちり保険料を納付してきたのに、３か月だけ未納とされ

ているのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47 年３月 31 日に国民年金に任意加入して以降、60 歳期間

満了まで、申立期間を除き、保険料をすべて納付し、厚生年金保険及び第３号

被保険者との切替手続も適切に行っている。 

   また、申立期間は３か月と短期間である上、前後の保険料は現年度により納

付済みである。 

   さらに、申立人は、申立期間前後を通じて、夫の経済状態も安定しており、

生活状況等に特段の変化は無かったと陳述していることなどを踏まえると、申

立人が申立期間の保険料を納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3065 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38年４月から 39年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

    私は、Ａ県Ｂ市に居住していた時に、当時の婦人会長に勧められて国民年

金に任意加入した。私も町内会の班長になったので、主に近所のサラリーマ

ンの奥さんを対象に国民年金の加入を勧め、私自身が国民年金保険料を集金

し、Ｂ市役所の年金課に納金していたことを覚えている。その後、Ｅ社に勤

めていた夫が昭和 39 年４月に転勤し、Ｃ市に転居してからの２年間ほどは

保険料を納付していなかったが、41 年にＤ市に転居した際に、再び保険料

を納付しようとＤ市役所に出向いたところ、職員から、私の加入歴を調べた

が、Ｂ市に加入記録が無いと言われた。私も自らＢ市役所及び社会保険事務

所に何度も電話で確認したが、「無いものは無い。」との返事であり、仕方な

く新しく加入手続を行った。申立期間が未加入とされ、未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ県Ｂ市において国民年金に任意加入した際の事情及び申立人自

身がほかの国民年金加入者の保険料を集金していたとする当時の状況等につ

いて、具体的かつ明瞭に陳述しており、その内容に特段不自然な点は認められ

ない上、申立人に加入を勧めたとする当時の婦人会長から当時の状況について

聴取したところ、その内容を裏付けるとともに、申立人と同時期に国民年金に

任意加入したとの陳述が得られた。 

また、当時の婦人会長は、当時、町内会が納付組織であったことをうかがわ

せる国民年金保険料徴収票を所持しているほか、自身の国民年金手帳を所持し

ており、それを見ると、昭和 38 年４月８日に任意加入被保険者の資格を取得



していることが確認できることから、申立人についても、このころに任意加入

したものとみるのが相当である。 

さらに、当時の婦人会長は、国民年金被保険者期間について保険料をすべて

納付しており、申立人も、Ｄ市で新しく任意加入したとする昭和 41年 11月以

降、60歳期間満了まで保険料をすべて納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和38年４月から39年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 3066 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成２年２月から３年３月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 10月から 51年３月まで 

② 平成元年４月から３年３月まで 

私は、夫が勤務していた会社が昭和 50 年 10 月に倒産したので、同年 11

月に区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続を行い、その時、何か月か

の夫婦二人分の国民年金保険料として２万から３万円ぐらいの金額をまと

めて納付したのに、夫の退職後の申立期間①が未納とされている。 

また、国民年金に加入後は、夫婦二人分の保険料を私が一緒に区役所内の

銀行等で納付していたのに申立期間②が未納とされ、特に平成２年２月から

３年３月までの保険料は、夫が納付済みで私が未納とされているのもおかし

い。 

私の保険料は、夫が退職してから平成３年度まですべて納付してきたと思

っている。その間に未納があるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、申立人の夫が勤務していた会社が倒産した

ので、昭和50年11月に区役所で国民健康保険及び国民年金の加入手続を行い、

その時、夫婦二人分の国民年金保険料として２万から３万円ぐらいの金額をま

とめて納付したと申し立てている。 

そこで、夫婦に係る区の被保険者名簿を見ると、夫婦共に夫が退職した約１

年後の昭和 51 年 12月 11 日に国民年金の新規取得届を行ったことが確認でき

るとともに、夫婦は、共に同年４月から保険料を納付していることが社会保険

庁の納付記録により確認できることから、申立人は、新規取得届を行った際に、

その時点において、区役所窓口で納付が可能であったとみられる申立期間①直



後の同年４月から同年 12 月までの９か月の現年度保険料のみを夫婦一緒にま

とめて夫婦二人分を納付したものと考えるのが自然であり、当該期間の保険料

額も夫婦二人分で２万 5,200円となることから、申立人が記憶する納付金額と

おおむね一致している。 

また、夫婦に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、手

帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、夫婦に

対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らなかった。 

さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿等)は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

申立期間②について、申立人が保険料を一緒に納付してきたとする申立人の

夫の納付記録をみると、申立期間②のうち、平成元年４月から２年１月までの

保険料は未納である上、２年２月及び同年３月の保険料を、４年３月２日に過

年度納付していることから、納付日時点において、当該未納期間は、時効によ

り納付することができなかったものと考えられる。 

一方、申立人の夫は、申立期間②のうち、上記の過年度納付のほか、平成２

年４月から３年３月までの保険料を現年度により納付しており、これに引き続

く同年４月から４年３月までの保険料及び納付を開始した昭和 51 年４月以降、

申立期間②直前の平成元年３月までの 13 年間の保険料は夫婦共に納付済みで

あることなどを考慮すると、夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきたとする

申立人が、申立期間②のうち、申立人の夫の納付済期間である２年２月から３

年３月までの保険料を納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち平成

２年２月から３年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



大阪国民年金 事案 3067 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 58 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 15年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 58年７月から同年９月まで 

    国民年金の加入については、妻が手続してくれていたはずである。 

国民年金の保険料納付については、妻に任せていたため、よく分からない

が、申立期間の３か月だけが未納であるはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料の納付を開始した昭和 51 年１月以降、申立期間

を除き、保険料をすべて納付済みである上、平成４年４月から５年３月までの

期間の保険料については前納しているなど、納付を担っていた申立人の妻の納

付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、その前後の期間を通じて、申立

人夫婦の仕事など生活状況に大きな変化も認められない。 

さらに、申立人夫婦が所持している保険料領収書を見ると、申立期間前後の

国民年金保険料は夫婦共に現年度納付していることが確認でき、また、申立人

夫婦は、過去において国民年金保険料を複数回にわたり過年度納付している記

録も確認できることから、仕事が順調であった申立人の妻が、申立期間の保険

料のみを未納のまま放置したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 3068 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 58 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 20年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 58年７月から同年９月まで 

    国民年金の加入については、私が夫婦二人分の手続をそれぞれ別の時期に

行った。 

国民年金の保険料納付については、私が夫婦二人分の保険料を銀行又は市

役所に出向き納付していたので、申立期間の３か月だけが未納であるはずが

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料の納付を開始した昭和 54 年４月以降、申立期間

を除き、保険料をすべて納付済みである上、平成４年４月から５年３月までの

期間の保険料は前納しているなど、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、その前後の期間を通じて、申立

人夫婦の仕事など生活状況に大きな変化も認められない。 

さらに、申立人夫婦が所持している保険料領収書を見ると、申立期間前後の

保険料は夫婦共に現年度納付していることが確認でき、また、申立人夫婦は、

過去において国民年金保険料を複数回にわたり過年度納付している記録も確

認できることから、仕事が順調であった申立人が、申立期間の保険料のみを未

納のまま放置したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年 4月 1日から平成 12年 8 月 1日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3811 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年 4月 1日から平成 8 年 10月 9日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から平成９年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、４万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3813 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を７万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から昭和 61年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、７万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3814 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から昭和 46年 12 月 11日までＡ社で継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資

格喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3815 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を６万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から平成８年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、６万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3816 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を６万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から平成５年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3817 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から現在までＡ社で継続して勤務していたが、

同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格喪失日が 45

年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3818 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成 15年１月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3819 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から昭和 46 年８月 17 日までＡ社で継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資

格喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 42 年４月１日から現在までＡ社で継続して勤務していたが、

同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格喪失日が 45

年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3821 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から昭和 48年５月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成 12年８月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び同社の回答から判断すると、申立人が同社

に継続して勤務し（昭和 45年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から昭和 48年５月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び同社の回答から判断すると、申立人が同社

に継続して勤務し（昭和 45年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成３年４月 11日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 42年４月１日から昭和 46年 10 月 16日までＡ社で継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資

格喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び同社の回答から判断すると、申立人が同社

に継続して勤務し（昭和 45年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から昭和 61 年 10 月１日までＡ社で継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資

格喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成 12年８月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3828 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成 14年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3829 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日から昭和 48 年３月 16 日までＡ社で継続して勤

務していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資

格喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録及び同社の回答から判断すると、申立人が同社

に継続して勤務し（昭和 45年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を５万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 43年 10月１日から平成 8年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 3831 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 41年４月１日から平成 14年４月１日までＡ社で継続して勤務

していたが、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した際の厚生年金保険の資格

喪失日が 45年３月 31日とされている。 

昭和 45 年３月の厚生年金保険料を給与から控除されていたにもかかわら

ず、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 45 年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額についてはＢ社Ｃ支店が保管する健康保険厚

生年金保険被保険者資格喪失確認通知書及び昭和 45 年２月の社会保険事務所

の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付していないことを認めており、Ｂ社Ｃ支店から提出された健

康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書には、昭和 45年３月 31日に

申立人が厚生年金保険の資格を喪失した旨の記載が確認できることから、事業

主は申立人に係る資格喪失日を誤って同日付けとして届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら



ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



大阪厚生年金 事案 3832  

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支社における資格

喪失日に係る記録を昭和 29 年７月１日に訂正し、同年６月の標準報酬月額を

7,000円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：    

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 29年６月１日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。昭和 27年３月から、申立期間もＡ社に継続して勤務していたのは間違い

ないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の退職者一覧台帳、健康保険資格喪失証明書及び雇用保険の加入記録か

ら判断すると、申立人が申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 29年７

月１日に同社Ｃ支社から同社Ｄ支社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29年５月の社会保険事務所

の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立どおりの届出を行っていないことを認めており、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る昭和 29 年６月の厚生年金保険料についての納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に該当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主

は申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金 事案 3833 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｄ社)における資格取得

日に係る記録を昭和 38 年７月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年７月 21日から同年８月７日まで 

昭和 25 年にＡ社に入社して以来、転勤による異動はあったが、61 年まで

継続して勤務したのに、社会保険事務所の記録では申立期間の１か月の厚生

年金保険の加入記録が無いことに納得がいかない。申立期間においても、厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社の在職証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人がＤ社に継続

して勤務し（昭和 38 年７月 21 日に同社Ｂ支社から同社Ｃ本店に異動。）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38年８月の社会保険事務所

の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格取得届の記載に誤りがあったとしていること

から、事業主が昭和 38年８月７日を資格取得日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



大阪厚生年金 事案 3834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場における

資格取得日に係る記録を昭和 26 年３月 26 日に、資格喪失日に係る記録を同年

８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額は、それぞれ 8,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年３月 26日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 26年７月８日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 26年３月 26日、Ａ社に入社して以降、社名は「Ａ社、Ｄ社、

Ｂ社」と変わったが、同社本社や事業所及び関連会社の間を異動して最後に

同社の子会社Ｅ社を平成元年６月 30日に退職するまで継続して勤務してい

た。 

しかし、社会保険事務所にて厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

入社当初の昭和 26年３月 26日から同年４月１日までの期間及びＡ社Ｆ工場

に異動した同年７月８日から同年８月１日までの期間が厚生年金保険加入記

録から抜けていた。 

申立期間も継続して勤務しており、当該期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社発行の人事記録により、申立人は申立期間①に

おいてＡ社に勤務していることが確認できる。 

また、申立人と同様に大学新卒として同社本社に採用された 24名のうち、申

立人が名前を挙げた４人の厚生年金保険加入記録をみると、研修後、Ａ社本社

に配属された３人はいずれも採用された昭和 26 年３月 26 日付けで資格を取得

している一方、申立人と同様に同社Ｃ工場に配属されたもう一人の同僚の資格



取得日は申立人と同じく同年４月１日付けとなっていることから、各事業所の

社会保険事務担当者によって資格取得日の取り扱いが異なっていたことがうか

がわれる。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

 また、上記雇用保険の加入記録及びＢ社発行の人事記録から判断すると、申立

人は、申立期間②当時、Ａ社に継続して勤務し、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、申立期間②に係るＡ社Ｆ工場が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、昭和 26 年８月１日であることから、同社Ｆ工場

が適用事業所となるまでの期間は、引き続き同社Ｃ工場で厚生年金保険が適用さ

れるべきであったと考えられる。 

また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、昭和 26 年４月、同年６

月の社会保険事務所の記録から 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は不明としているものの、Ｂ社提出のＡ社Ｃ工場に係る申立人の健康保険厚生年

金保険被保険者資格取得届及び同資格喪失届によると、資格取得日が昭和 26 年

４月１日、資格喪失日が同年７月８日と社会保険庁の記録どおりに記載されてい

ることから、事業主は同年４月１日を資格取得日、同年７月８日を資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月及び同年７月の

保険料について納入の告知を行っておらず、（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3835 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 29 年７月 10 日に、資格喪失日に係る記録を 31 年１月 21 日に、そ

れぞれ訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年７月 10日から 31年１月 21 日まで 

私は、昭和 26 年７月 21 日に、Ａ社に入社して、平成元年９月 20 日に退 

職するまで継続して同社に勤務した。申立期間は、同社Ｃ支店に在籍し同社

Ｂ支店に派遣されてＦ業務従事者として勤務していた。 

申立期間の厚生年金保険加入記録が無いとされているが、当該期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間もＡ

社に継続して勤務し（昭和 29年７月 10日に同社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動、

31 年１月 21 日に同社Ｂ支店から同社Ｅ支店へ異動。）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所における申立人

及び同僚の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「申立人と一緒に異動した６人の従業員には申立期間の被保険者記録が有

るので、Ｂ支店における申立人に係る資格の取得及び喪失の届出が漏れたと考

えられる。」としている上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届

が提出された場合には、その後、被保険者標準報酬月額算定基礎届や被保険者

資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社



会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から社会保険事務所への資格の取得及び喪失等に係る届出

は行われておらず､その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 29 年７月

から 30 年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3836 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 42年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

   基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42年３月 21日から同年４月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 41年４月１日に入社し、平成 20年 10月 20日に同社 

を定年退職するまで継続して勤務していた。 

昭和 42年３月にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ営業所へ配属された 

が、同年３月 21日に資格を喪失し、同年４月１日に再取得となっていること

により、厚生年金保険の加入記録が１か月抜けていることに納得ができない。

申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が同社に継続して

勤務し（昭和 42年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ営業所へ異動。）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42年２月の社会保険事務所の

記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社Ｂ工場から同社Ｃ営業所に異動した同僚は、申立

人と同様に昭和 42 年３月 21 日から同年４月１日までの期間について欠落が複

数名生じていることから、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行

われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3837 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立期

間の標準報酬月額に係る記録を 41万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 11月１日から 13年 12月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間の給与は、基本給のみでも 40万円あった。厚生年

金保険料も支給額に応じて控除されており、これを記載する給与明細書もあ

るので、申立期間において 30万円とされている標準報酬月額の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る給与支払明細書及び平成 11 年分源泉徴収票から、申立人は、

申立期間において、その主張する標準報酬月額（41万円）に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の控除保険料額

から 41万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めている上、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、平成 10 年 11 月から 13 年

11月まで申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与

明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届けておら

ず、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3838 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ本社における資格喪失日に係る

記録を昭和 42年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 2,000円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 30日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 32 年４月１日から 62 年７月 25 日までＡ社に継続して勤務し、

厚生年金保険料を給与から控除されていた。しかし、社会保険庁の記録を見

ると、同社Ｂ本社から同社Ｃ本社への異動の際に、42 年３月 30 日に資格を

喪失、同年４月１日に資格を取得とされ、１か月の未加入期間が生じており

納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の在職証明書及びＤ健康保険組合提出の被保険者台帳等から判断すると、

申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 42年４月１日に同社Ｂ本社か

ら同社Ｃ本社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42年２月の社会保険事務所

の記録から、５万 2,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、「申立人の申立期間に係る保険料を納付したかは不明。」と回

答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3839 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年 11月７日から同年 12月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を同

年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 60 円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年 11月７日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 54年４月 29日から同年５月１日まで             

    私は、昭和 17年１月１日から 54年４月 28日に退職するまで継続してＡ社

に勤務していたのに、厚生年金保険の被保険者期間に１か月（昭和 20 年 11

月）の空白が生じているのは納得できない。 

また、私は、昭和 54 年４月 28 日にＡ社Ｄ支店を退職し、同年４月の給与

から厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、同年３月までしか被

保険者期間とされていないのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｂ社の職歴証明書及び同僚の記録などから判断する 

と、申立人は申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 20 年 12 月１日に同社Ｃ

支店から同社Ｅ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20 年 10 月の社会保険事務

所の記録から、60円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したかどうかは不明としており、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

申立期間②については、雇用保険の記録、Ｂ社が保管している人事記録及び

企業年金基金の記録から、申立人が同社を退職したのは昭和 54 年４月 28 日で

あることが確認できる。 

一方、厚生年金保険法では、第 19条において「被保険者期間を計算する場合

には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失し

た月の前月までをこれに算入する。」とされており、また同法第 14条において

は、資格の喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされて

いることから、申立人の資格喪失日は、昭和 54 年４月 29 日であり、申立人の

主張する同年４月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間②において厚生年金保険の被保険者であったと認めることはで

きない。 



大阪厚生年金 事案 3840 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店における資

格喪失日に係る記録を昭和 20 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

60円とすることが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 11月 17日から 20年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｃ

支店に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が確認できないとの回

答があった。昭和 15年 12月から、申立期間も同社に継続して勤務していたの

は間違いないので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の在籍証明書から、申立人は、申立期間についても同社に継続して勤務し 

ていたことが、確認できる。 

 また、Ｂ社の人事担当者は、「昭和 20年８月 31日まで在籍していたのであれ 

ば、厚生年金保険料は控除していたと思われる。」と陳述しており、同社に係る 

厚生年金保険被保険者名簿において記録の確認ができる同僚は、いずれも申立期 

間において厚生年金保険の記録が継続していることが確認できる。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立 

人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい 

たものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19年 10月の社会保険事務所 

  の記録から、60円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ



るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 3841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 36年８月 1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月 31日から同年８月１日まで 

私は、昭和 35年８月１日から 36年７月 31日までＡ社に常勤で勤務してい

た。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の喪

失日は昭和 36年７月 31日となっている。同年７月の厚生年金保険料を給与

から控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された在籍証明書から、申立人は、Ａ社に昭和 36年７月 31 

日まで勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間当時におけるＡ社の経理事務担当者は、「当時の給与締切日は

月末であり、保険料を当月控除していたことから、申立人の昭和 36年７月の給

与から同月の保険料を控除した。」と陳述している。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、標準報酬月額については、昭和 36年６月の社会保険事務所の記録から、

１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したと主張しているが、事業主が資格喪失日を昭和 36年８月１日と届



け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年７月 31日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同一日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 3842 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 33 年２月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月 15日から同年３月１日まで 

私は、昭和 33 年２月 15 日にＡ社に入社し、51 年３月 31 日まで同社に勤

務したが、社会保険庁の記録では、同社での厚生年金保険被保険者資格取得

日は 33年３月１日となっている。 

当時、早く入社できる人を採用するということを聞いたように思う。 

退職時にもらった退職金明細書にも、昭和 33年２月 15日に入社し、53年

３月 31日に退職と記載されているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る申立人の退職金明細書から、申立人は、申立期間に同社に勤務し

ていたことが認められる。 

そこで、申立人と同じく新卒者としてＡ社に入社している同僚の同社での厚

生年金保険加入状況をみると、申立人を含む４人が昭和 33年３月に被保険者資

格を取得していることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき

るところ、当時の事情を照会できた同僚二人は、「同社入社日と厚生年金保険

被保険者資格の取得日は一致しており、入社時に試用期間は無く、入社日と同

一日から仕事をした。」旨を陳述している。また、申立人と同一部署で同一業

務に従事しており、同年９月４日に資格を取得している同僚も、「同社入社日

と厚生年金保険被保険者資格の取得日は一致している。」と陳述している。さ

らに、申立人のＡ社入社前年の 32 年に新卒者として同社に入社している同僚



13 人が同年２月 15 日に被保険者資格を取得していることが、同社に係る厚生

年金保険被保険者名簿から確認でき、当時の事情を照会できた２人は、「高校

卒業前の昭和 32 年２月 15 日から仕事に就き、卒業式の日だけ会社を休んだ記

憶がある。」旨を陳述している。 

これらのことから、申立期間当時のＡ社では、入社日と同一日に厚生年金保

険被保険者資格を取得させる取り扱いをしていたものと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 33年３月の社会保険事務所

の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標

準報酬決定通知書における資格取得日は、社会保険庁の記録どおりの昭和 33

年３月１日となっていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は申立人に係る同年２月の保険料の納入告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



大阪厚生年金 事案 3843 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る

記録を昭和 46年 10月１日に、同社Ｃ支社における資格喪失日に係る記録を 52

年８月１日に訂正し、46年９月の標準報酬月額を４万 2,000円とし、52年７月

の標準報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る昭和 46 年９月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   また、事業主は、申立人に係る昭和 52 年７月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年９月 30日から同年 10月１日まで 

             ② 昭和 52年７月 21日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。昭和 46年３月からＡ社に継続して勤務していたのは間違いないので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ社の入社以来勤続 30 年の表彰及び雇用保険の記録から判断

すると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 46 年 10 月１日に同

社Ｂ事業所から同社Ｃ支社に異動、52年８月１日に同社Ｃ支社から同社Ｂ支社

に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 46年８月の社会保険事務

所の記録から４万 2,000円とし、申立期間②の標準報酬月額については、52年

６月の社会保険事務所の記録から 13万 4,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立期間①の申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、不明であるとしているものの、事業主が資格喪失日を昭和



46 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月

30日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 46年９月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事

業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

また、申立期間②の申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明であるとしており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 3844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申立期

間に係る資格喪失日(昭和 48年６月 21日)及び資格取得日(昭和 48年７月５日)

を取り消し、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月 21日から同年７月５日まで 

    私は、Ａ社へ昭和 44年４月２日に入社し、49年３月 31日に退職するまで

継続して勤務した。しかし、社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保

険加入記録が無く、納得できない。当該期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 44年４月２日に厚

生年金保険の資格を取得し、48 年６月 21 日に資格を喪失後、同年７月５日に

同社において再度資格を取得しており、申立期間である同年６月の被保険者記

録が無い。 

   しかし、申立期間において申立人の雇用保険の記録は継続しており、また、

Ａ社は、申立人が申立期間において同社に継続して勤務しており、業務内容及

び勤務形態の変更は無かったと回答している。 

さらに、申立期間において、申立人と所属部署及び仕事内容も同じであった

としている複数の同僚は、いずれも申立期間において厚生年金保険の記録が継

続している。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48年５月及び同年７月の社



会保険事務所の記録から７万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は資料が無く不明としているものの、事業主から申立人に係る被保険者資格

の喪失届及び取得届が提出していないにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申立人

に係る昭和 48年６月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合ま

たは保険料を還付した場合を含む。）事業主は、申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪国民年金 事案 3069 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 47 年３月から 49 年 12 月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名   ： 女 

        基礎年金番号   ：          

        生 年 月 日         ：  昭和 23 年生 

        住    所   ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間         ：  昭和 47 年３月から 49 年 12 月まで 

        私は、結婚後すぐに国民年金制度について夫と話し合い、昭和 47

年３月にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った。 

加入後、昭和 47 年３月からの国民年金保険料を、毎月、郵便局で

納付書に現金を添えて納付してきた。 

    申立期間について、納付記録が無く、未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年３月に、Ａ市Ｂ区役所において国民年金の加入

手続を行い、同年３月から毎月、郵便局で国民年金保険料を納付してい

たと申し立てている。 

しかし、申立人が所持する国民年金手帳及び社会保険事務所の特殊

台帳から、申立人は、昭和 50 年１月 31 日に任意加入被保険者として

国民年金に加入し、同日付けで国民年金手帳記号番号が払い出されて

いることが確認できる。国民年金の任意加入被保険者は、加入日に国

民年金の被保険者資格を取得するため、制度上、申立期間は、国民年

金の未加入期間となり、申立人は、国民年金保険料を納付することが

できない。 

また、Ａ市では、納付書による保険料納付が開始されたのは、昭和

48 年４月からであったとしており、申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索（旧姓を含む）

及び申立期間の申立人の住所地を管轄する社会保険事務所における国

民年金手帳記号番号払出簿の内容を調査、確認したが、申立人に対し



て別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料が納付されていたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3070 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から 63年３月まで 

私は、平成 20 年６月に障害基礎年金の裁定請求のためＡ市Ｂ区役所に行

ったところ、昭和 61年１月から 62年３月までの期間の国民年金保険料は申

請免除と記録されているが、昭和 62 年度の申立期間は免除では無く未納と

記録されていることを知った。 

申立期間を含む昭和 61年１月から 63年３月までの間に免除申請をした記

憶は無いが、61年１月から 62年３月までの期間の保険料の免除が承認され

ているならば、申立期間についても市役所から免除意思の確認の連絡がある

はずであり、連絡があれば免除になるようにしていたと思う。 

申立期間についても免除が承認されていると思うので、未納と記録されて

いることに、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直前の期間が申請免除と記録されており、申立期間につ

いても市役所からの免除意志の確認があれば、免除申請することを回答してい

たと思うので、申立期間の免除が承認されていると申し立てている。 

しかし、申立期間当時の免除申請の手続は、被保険者から市町村を通じて免

除申請書を社会保険事務所へ送付し、社会保険事務所において承認及び却下の

審査を行い、その結果は被保険者に通知されるとともに、社会保険事務所にお

いて被保険者に係るオンライン記録に登録される取扱いであったところ、申立

人に係るオンライン記録には申立期間について免除に関する記録が無い上、申

立人も申立期間当時の免除申請などに関する記憶は無いとしている。 

また、申立人に係る納付記録をみると、申立期間直後の昭和 63 年度の保険

料が昭和 63年５月 23日に一括納付されていることが確認できる。これについ



て申立人は、区役所から納付書が送付されてきたので保険料を納付したと陳述

するところ、Ａ市では、当時、前年度の保険料が免除されている被保険者に対

しては、４月に免除勧奨葉書を送付し、免除申請を行うか否かの意思確認を行

った上、保険料の納付を希望する場合又は免除を希望したが却下された後に、

改めて納付書を送付する取扱いとされており、このように早い時期に上述の手

続を経た上で保険料が納付されたとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人の申立期間の国民年金保

険料については、免除されていたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3071 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 40年３月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 19年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 40年３月から 42年３月まで 

        私は、昭和 40 年３月に会社を退社した際、母に国民健康保険と一緒に国

民年金の加入手続を依頼したので、母はＡ市（現在は、Ｂ市。）市役所でそ

れぞれの加入手続をしてくれたと思う。 

母任せであったが、定期的に来訪する婦人会組織の集金人に、母が私の国

民年金保険料を納付してくれていたと思うので、申立期間について納付済み

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母が、昭和 40 年３月ごろに申立人の国民年金加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号の前後に払い出された被保険者の払

出日の状況から、申立人の手帳記号番号の払出時期は、早くても昭和 63 年４

月であることが確認でき、この払出時期からすると、申立期間の保険料は、制

度上、時効により納付することができない。 

また、申立人は、申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、納付した

とする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国民年金への加入状

況、申立期間の納付状況等の詳細は不明である。 

さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間の国民年金

手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。  

加えて、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間について申立人の保険料が

納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3072 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 37年１月から 41年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 11年生 

        住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 37年１月から 41年８月まで 

詳しいことは分からないが、昭和 37 年１月に、両親が、私の国民年金の

加入手続をしてくれたと思う。 

申立期間の私の国民年金保険料は、両親が両親の保険料と一緒に納付をし

てくれていたことは間違いない。 

申立期間の保険料が未納と記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、両親が、昭和 37年１月ごろに申立人の国民年金加入手続を行い、 

申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと申し立てている。 

しかし、Ａ社会保険事務所では、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期

について、前後に払い出された被保険者の状況などから昭和 41 年ごろに特別

適用対策で払い出されたものとしている。この手帳記号番号を使用して申立期

間のうち、大部分の期間の保険料は現年度納付することができず、制度上、一

部の期間は時効により納付することができない。 

また、申立人は、申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、納付した

とする申立人の両親は既に死亡していることから、当時の国民年金への加入状

況、申立期間の納付状況等の詳細は不明である。 

さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間の国民年金

手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人の両親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間について申立人の保険料

が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3073 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人の昭和 38 年 11 月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 47年９月まで 

私は、昭和 38年 11月に、将来のことを考えて、Ａ区役所の窓口で国民年

金の加入手続をした。  

その後、自宅に来るＡ区役所の集金人に３か月単位で保険料を納付してい

た。 

申立期間の保険料額は、当初、１か月あたり 300円であったと記憶してい

る。 

申立期間について、保険料の納付記録が無く、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年 11月ごろ、Ａ区役所において国民年金の加入手続を行

い、その後 47 年９月まで自宅に来る集金人に国民年金保険料を納付していた

と申し立てている。  

しかし、申立人が所持する国民年金手帳及び社会保険事務所の特殊台帳か

ら、申立人は、昭和 47 年 10 月 11 日に任意加入被保険者として国民年金に加

入し、同年 10 月に国民年金手帳記号番号が払い出されていることが確認でき

る。国民年金の任意加入被保険者は、加入日に国民年金の被保険者資格を取得

するため、制度上、加入日より前月の国民年金保険料をさかのぼって納付する

ことはできない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間に係る申立人

の住所地を管轄するＢ社会保険事務所における国民年金手帳記号番号払出簿

の内容を調査、確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3074 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年２月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年２月から 47年３月まで 

    昭和 42 年１月に長男を出産した翌月から、特に国民年金の加入手続もせ

ずに、Ａ市役所又はＢ市役所から来た集金人に国民年金保険料を当時の夫の

分と一緒に納付していた。支払いの際には、集金人は通い帳のようなものを

広げて日付を記入し、認印を押して手渡してくれた。通い帳は国民健康保険

の保険証に似ており、折ったものでペラペラの紙だった。当時は同じ文化住

宅に住んでいた隣家４軒と一緒に保険料を納付していた。Ｃ市に転居してか

らは、納付書を使って納付していた。 

    保険料納付を示すような資料は持っていないが、申立期間が未納とされて

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年１月に長男を出産後、特に加入手続もしないまま、当

時の夫の分と共に継続して国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人及び申立人の元夫の国民年金記録をみると、昭和 47 年６月

20 日に夫婦連番で国民年金手帳記号番号が払い出されていることが国民年金

手帳記号番号払出簿より確認できる。この払出時点では、申立期間のうち、44

年 12 月以前の保険料については制度上納付できないほか、45 年１月から 47

年３月までの保険料は過年度納付しかできず、申立人が 42 年２月以降の保険

料を集金人に現年度納付していたとの陳述に符合しない。 

また、保険料を同時に納付していたとする元夫も申立期間の保険料は未納の

記録となっているほか、申立期間当時、申立人が在住していたＢ市では国民年

金の加入申込みは市役所の国民年金係で取り扱われていたことが広報紙等で

確認され、特に国民年金の加入手続をせずに集金人に保険料納付していたとの



申立人の陳述は不自然である。 

さらに、Ｂ市在住時の隣人から有力な証言等も得られなかったほか、Ｃ市に

転入した昭和 44年 10月以降の申立期間の保険料納付について、申立人は納付

書を用いて納付していたと陳述しているが、Ｃ市で納付書方式による保険料納

付が可能になったのは昭和 49 年度以降であり、陳述と符合しない上、申立人

が申立期間当時に国民年金に加入し、申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所の国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12年８月から 14年６月までの期間の国民年金保険料及び同年

７月から 16 年９月までの期間の国民年金付加保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年８月から 14年６月まで 

             ② 平成 14年７月から 16年９月まで 

私は、以前に厚生年金保険の脱退手続をしたため、65歳まで国民年金保

険料をかけても満期にならないことは分かっていたが、60歳になった平成

12年８月にＡ市役所であらためて国民年金の加入手続を行い、保険料を納

めていたので、申立期間①の保険料が未納とされているのは納得できない。 

また、途中から月額 400円の付加保険料を納めれば、受給できる年金が少

しでも多くなることを知り、途中からでも申請できることを知ったので、平

成 14 年に付加保険料の納付手続をしたが、社会保険庁の記録では 16 年 10

月からの納付記録とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、60歳に到達した平成 12年８月に国民年金の任意加入手続を行い、

申立期間①の保険料を納付していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金資格記録をみると、資格取得日は平成 14 年７月

25 日であることが、市及び社会保険事務所のいずれの記録からも確認でき、

社会保険事務所が保管する申立人提出の「公的年金加入等の状況申立書」の市

区町村受付年月日も同一日であることから、申立人の国民年金の高齢任意加入

は同日に手続されたものとみられる。高齢任意の資格はさかのぼって取得する

ことができず、申立期間①は未加入期間であることから、制度上、同保険料を

納付することはできない。 

次に、申立期間②について、申立人は、平成 14 年に国民年金付加保険料の

申請を行い、同保険料を納付していたと申し立てている。 



そこで、申立人の国民年金付加保険料について、社会保険事務所の付加保険

料記録をみると、その申出日は平成 16 年 10 月 14 日であることが確認できる

ところ、付加保険料はさかのぼって納付することができず、申立期間②の付加

保険料を納付することはできない。また、申立人から提出された保険料振替口

座の取引履歴明細表から当時の保険料振替状況を確認したところ、その振替さ

れた保険料額の推移状況からみて、申立人が付加保険料の納付を開始したの

は、同年 10月の保険料（平成 16 年 11 月 30 日の口座振替分）からであること

が確認できる。 

また、ほかに申立人が申立期間②の国民年金付加保険料を納付していたこと

を示す関連資料は無く、同保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①の国民年金

保険料及び申立期間②の国民年金付加保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



大阪国民年金  事案 3076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 46 年３月までの期間、60 年４月から同年６月

までの期間、同年 10 月から同年 12 月までの期間、62 年１月から同年３月ま

での期間、同年７月から平成２年３月までの期間、３年３月から４年１月まで

の期間及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 46年３月まで 

             ② 昭和 60年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 60年 10月から同年 12月まで 

             ④ 昭和 62年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 62年７月から平成２年３月まで 

             ⑥ 平成３年３月から４年１月まで 

             ⑦ 平成４年３月 

    私は、国民年金保険料を妻の保険料とともに納付していた。しかし、保険

料が未納とされている期間があるのは納得できない。また、保険料の未納が

続いたのであれば、その時に指摘があればその場で解決できたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚した昭和 42 年からの国民年金保険料については、申立人が

妻の分の保険料と一緒に夫婦二人分を納付していたので、申立期間の保険料が

未納とされていることは納得できないと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金記録をみると、Ａ市役所及び社会保険事務所のい

ずれの記録も申立期間の保険料は未納となっているほか、申立人の妻について

も申立期間①から⑦までの同じ期間の国民年金保険料は未納の記録となって

いる。 

また、申立人の住民記録をみると、申立人は昭和 44 年５月にＢ市からＣ市

に、46 年５月にＡ市に住所変更していることが確認でき、申立期間①の保険



料納付はＣ市に保険料を納付することとなる。しかしながら、申立人の国民年

金の住所記録を見ると、社会保険事務所の記録では、同年 12 月 21日にＤ市か

らＡ市へ転居した記録となっている上、Ｂ市では被保険者の名簿が保存されて

おらず、Ｃ市においては申立人の国民年金の被保険者記録が作成された形跡は

見当たらないほか、申立人は当時の納付手続に関する記憶が定かで無く、申立

人の陳述からは申立期間①の保険料が納付されたことをうかがわせる事情は

見いだせなかった。 

さらに、申立期間②から⑦までについては、この時期の保険料は金融機関等

からの自主納付方式であり、被保険者から納付が行われた場合は、金融機関か

ら収納情報が行政機関に連絡されることを 鑑
かんが

みると、近接した複数期間の保

険料が夫婦共に未納の記録となることは考え難い。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方を含めて氏名検索を行ったがその形跡は見当たらなかったほか、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらな

かった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①から⑦まで

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年４月から 63年２月までの国民年金保険料（付加保険料を

含む。）については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から 63年２月まで 

    私は、国民年金の加入期間である昭和 36年４月から 63年２月までの保険

料を納付していた。当時の保険料は、銀行からの口座振替で納付しており、

同じ預金口座から保険料を振替していた妻は納付済みとなっているのに、私

の申立期間の保険料だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間である昭和 62 年４月から 60 歳に到達する 63 年２月ま

での保険料について、申立人の妻と共に同じ預金口座から保険料を口座振替し

ていたので、申立人の保険料のみが未納とされていることに納得できないと申

し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、申立人は昭和３年３月生まれのため加

入可能年数は 26 年（312 か月）となり、62 年３月まで保険料を納付すること

によって支給額は満額となる。制度上は、60歳に到達する 63年３月までの期

間は国民年金加入期間となるが、申立人は申立期間の保険料を納付せずとも定

額保険料満額支給となり、加入可能期間を超えて納付しても定額部分年金額の

増額は無く、納付した保険料の返金は行われない。 

また、申立人は申立期間も定額保険料に加えて付加保険料も納付していたと

陳述しているが、仮に申立人が申立期間の保険料を付加保険料も加えて納付し

ていた場合の納付金額は 8万 5,800円となる。一方、年金受給額は付加保険料

部分の年間 2,200円の増額にとどまり、申立期間の保険料を納付しなかったと

しても不自然ではない。 

さらに、申立人の陳述によると、申立人は、申立期間の保険料は口座振替で

あったとしているが、口座振替方式であれば、納付は着実に行われているとと



もに、納付された保険料額と金融機関から送付される領収済通知保険料額とを

毎日突き合わしており、記録の誤りは極めて発生し難いものと考えられる。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、各種氏名

検索を行ったが、その形跡は見当たらなかったほか、申立人が申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料（付加保険料を含む）を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3078 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年６月から 58年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年６月から 58年９月まで 

私は、昭和 55 年９月にＡ市役所で国民年金と国民健康保険の加入手続を

行い、その際に６か月の保険料をさかのぼって納付し、以後の保険料は、役

所から送ってきた納付書で銀行又は郵便局で納付していたので申立期間の

保険料が未納扱いとされていることは納得できない。 

なお、昭和 55 年に国民年金の加入手続を行ったのは私だけで、家内の分

は、その後、新聞又はテレビの報道で家内も国民年金保険料を納付しなけれ

ばならないことを知り、私が国民年金保険に加入した３年ぐらい後だったと

記憶する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年９月に市役所で国民年金の加入手続を行い、その際に

６か月の保険料をさかのぼって納付し、以後の保険料は役所から送られてきた

納付書で納付していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、申立人の国民年金手帳記号番

号が払い出されたのは昭和 59 年５月９日であることが社会保険事務所の国民

年金手帳記号番号払出簿から確認できる。この場合、申立期間のうち、55 年

６月から 56年 12月までの保険料は時効により、制度上、納付できない期間で

あるほか、申立人が 55 年９月に国民年金の加入手続を行ったとの陳述には符

合しない。 

また、申立人の妻の手帳記号番号払出日をみると、社会保険庁の記録から昭

和 59 年６月６日であることが確認でき、申立人の妻の国民年金の加入は申立

人の加入より３年ぐらい後だったとする申立人の記憶と相違している。 

さらに、申立人の納付記録をみると、申立期間について、Ａ市及び社会保険



事務所のいずれの記録も未納となっているほか、申立人は国民年金手帳記号番

号が払い出された後に昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの６か月の保険料を

過年度納付していることが社会保険事務所の納付状況から確認できる。この点

に関して、申立人の納付記録では当該期間以外に過年度納付の記録は見当たら

ないことから、申立人が加入後に６か月の保険料をさかのぼって納付したとの

記憶は、申立期間始期の保険料ではなく、当該過年度納付を行った期間の保険

料であったものと考えられる。 

    加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所にお

いて国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したがその形跡は見当たらず、こ

のほか申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情等も見当たらなかった。 

    その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3079  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年４月から 58 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 58年 10月まで 

    私は、結婚して会社を退職した昭和 43年５月ごろに、役所から送られて

きた書類で、会社を辞めたら国民年金に加入することを知り、Ａ市役所で国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料をすべて納付した。 

    申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43年５月ごろにＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料は、銀行の窓口で納付したと申し立てている。 

   しかし、社会保険事務所の記録から、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 61年４月以降に払い出されたものであることが確認でき、また、申立人が

所持する国民年金手帳においても、申立人が初めて国民年金の被保険者となっ

た日は同年４月１日であると記載されており、制度上、申立期間は国民年金未

加入期間となるため、この手帳記号番号を使用して申立期間の国民年金保険料

を納付することはできない。 

   また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容を確認するとと

もに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番

号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間当時に申立人が居住したＡ市、Ｂ市及びＣ市のいずれにお

いても、申立人が国民年金に加入し申立期間の国民年金保険料を納付したこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人の陳述する保険料の納付方法は、申立期間当時のＡ市の保険

料収納方法と符合しないなど、申立人の申立期間の保険料納付に関する記憶は

あいまいである。 



そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3080 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年３月から 54年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月から 54年９月まで 

昭和 47年３月に妻がＡ市役所で私の国民年金の加入手続をしてくれた。 

国民年金保険料は、妻が３か月ごとに夫婦二人分の保険料を自宅に来る集金

人に納付し、その後、時期は定かではないが、自宅近くの金融機関で納付す

るようになった。 

申立期間の納付記録が無く未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47 年３月に、妻が申立人の国民年金加入手続を行い、その

後は、妻が、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の手帳記号番号の任意加入

被保険者の資格取得日から、昭和 53年７月 31日に払い出されていることが確

認でき、この時点で、申立期間のうち、同年３月以前の保険料は申立てのよう

に現年度納付することはできず、さらにその一部の期間の保険料は、制度上、

時効によりさかのぼって納付することもできない。 

また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認す

るとともに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

さらに、社会保険事務所の申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間のうち、

昭和 53年７月から 54年９月までの未納保険料について、納付の催告が行われ

た事蹟
じ せ き

が確認できる。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書控え等)は無く、申立期間の保険料が納付されていること

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3081 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年６月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月から 50年３月まで 

はっきりとした時期は覚えていないが、伯母から「今ならこれまでの未納

の国民年金保険料を一括納付できる。」と教えられたので、母と共にＡ市Ｂ

区役所に行き、これまで未納となっていた保険料を現金で納付した。その後、

平成 19 年に社会保険事務所に行った時に、特例納付というものが昭和 53

年７月から 55 年６月にかけて行われていたと聞いたので、その時期に国民

年金保険料を納付したと思う。 

申立期間の保険料は必ず支払っているので、納付済期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、時期は不明ながら、Ａ市Ｂ区役所の窓口で、未納となっていた過

去の保険料を特例納付したと申し立てている。 

   しかし、Ａ市では、区役所の窓口では特例納付保険料は収納していなかった

としており、申立人の陳述と符合しない。 

   また、社会保険事務所の申立人に係る特殊台帳に、申立人が特例納付を行っ

た事蹟
じ せ き

は見当たらない。 

 さらに、申立人が特例納付を行ったとする時期は明確でなく、申立人は、納

付した金額を記憶していないなど、申立てに係る保険料納付の詳細は不明であ

る。 

 加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3082 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年３月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：      

生 年 月 日 ：  昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月から 62年３月まで 

  私は、昭和 56 年２月に会社を退職後、半年ぐらいしてからＡ市Ｂ区役所

へ行き、国民年金の加入手続を行った。その後、国民年金保険料は、毎回、

Ｂ区役所の窓口で納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できないので、

納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56年に国民年金に加入し、国民年金保険料は、Ａ市Ｂ区の

窓口で毎月納付したと申し立てている。 

   しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 62 年 10月ごろに払い出さ

れており、この手帳記号番号では、申立期間の保険料を現年度納付することは

できない。 

   また、申立人は、申立期間当時、既に船員保険の老齢年金受給資格期間を満

たしており、国民年金の任意適用被保険者であったことから、制度上、申立期

間の保険料を過年度納付することもできない。 

 さらに、社会保険事務所の申立期間における国民年金手帳記号番号の払出記

録を調査するとともに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、

別の手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書控え等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3083 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 61年３月まで 

    私は、昭和 56年に会社を辞めたが、厚生年金保険の加入期間が 20年を超

えており、既に厚生年金保険の老齢給付の受給資格を得ていたので、その後

２年から３年間は、国民年金に加入しなかった。 

    その後、Ａ業務を始めた昭和 59年１月ごろに、年金受給額を増やすため

に国民年金にも加入しておいた方がよいという話を聞いたので、国民年金に

加入し、その後はずっと保険料を納付してきたのに、申立期間が国民年金に

未加入とされているのは納得できない。 

    私が保管する確定申告書控えには、申立期間の社会保険料控除として国民

年金保険料が計上されているので、納付記録を訂正してほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59 年１月ごろに国民年金に加入し、以後の保険料をすべて

納付してきたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の手帳記号番号の払出日か

ら、昭和 62年３月ごろに払い出されていることが確認でき、この手帳記号番

号を使用して申立期間の国民年金保険料を現年度納付することはできない。 

   また、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険の老齢年金受給資格期間を満

たしており、国民年金の任意適用被保険者であったことから、制度上、申立期

間の保険料を過年度納付することもできない。 

 さらに、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿を確認するととも

に、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号

が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 



   加えて、申立人が保管する昭和 59年から 61年までの確定申告書控えには、

各年とも国民年金保険料を納付したことが記載されているが、記載された保険

料額は、１人分の年間の保険料額と一致しているところ、社会保険事務所の記

録では、当該期間に係る申立人の妻の国民年金保険料は納付済みとなってお

り、これら確定申告書控えの記載からは、申立期間に係る申立人の国民年金保

険料が納付されたことを確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていることを

うかがわせる周辺事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3084 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 39 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年 12月まで 

    昭和 36年４月ごろ、新聞又は市の広報紙で国民年金制度を知り、妻が、

Ａ市で、夫婦二人分の国民年金加入手続を行った。国民年金保険料は、妻が、

自宅に来る集金人に夫婦二人分の保険料を納付してきた。 

    申立期間当時の保険料額は、月額 100円又は 200円であり、当初は納付時

に台紙に印紙を貼
は

ってもらっていたが、後に、手帳にスタンプを押してもら

う方法に変わった。 

    申立期間の保険料は、妻が納付したので、納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が、昭和 36年４月ごろに申立人の国民年金加入手続

を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきたと申し立てている。 

 しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41年６月２日に払い出さ

れており、この手帳記号番号では、申立期間の国民年金保険料を現年度納付す

ることはできず、その一部については、制度上、時効により納付することもで

きない。 

   また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容を確認するとと

もに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番

号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

 さらに、Ａ市で集金人による保険料収納が開始されたのは昭和 38年４月で

あり、36年４月から集金人に保険料を納付したとする申立人の陳述と符合し

ない。 

   加えて、申立人の申立期間に係る保険料を納付したとする申立人の妻も、申

立期間の保険料は未納である。 



   このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3085 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    私は、昭和 36年４月ごろ、新聞又は市の広報紙で国民年金制度を知り、

Ａ市で、私が夫婦二人分の国民年金加入手続を行った。保険料も、私が、自

宅に来る集金人に夫婦二人分の保険料を納付してきた。 

 申立期間当時の保険料額は、月額 100円又は 200円であり、当初は納付時

に台紙に印紙を貼
は

ってもらっていたが、後に、手帳にスタンプを押してもら

う方法に変わった。 

    申立期間の保険料は、確かに納付したので、納付済期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36年４月ごろに、自身が、夫の分と一緒に夫婦二人分の国

民年金加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきたと申し立

てている。 

 しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41年６月２日に払い出さ

れており、この手帳記号番号では、申立期間の国民年金保険料を現年度納付す

ることはできず、その一部については、制度上、時効により納付することもで

きない。 

   また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容を確認するとと

もに、各種読み方による氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番

号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

 さらに、Ａ市で集金人による保険料収納が開始されたのは昭和 38年４月で

あり、36年４月から集金人に保険料を納付したとする申立人の陳述と符合し

ない。 



 加えて、申立人が一緒に申立期間に係る夫婦二人分の保険料を納付したとす

る申立人の夫も、申立期間のうち、昭和 40年１月から 41年３月までの期間を

除き、保険料は未納である。 

 なお、申立人の夫が、申立期間のうち、昭和 40年１月から 41年３月までの

保険料を納付しているのは、国民年金手帳記号番号が払い出された同年の年度

当初から 60歳到達時まで国民年金保険料を完納しても老齢年金の受給資格期

間を満たせないことから、手帳記号番号の払出後に過年度納付したものと考え

られ、年齢の違う申立人とは保険料納付の状況が異なる。 

 そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3086 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年４月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 50年 10 月まで 

私は、昭和 53年８月ごろに父がＡ市役所で私の国民年金加入手続を行い、

父が申立期間の保険料を特例納付してくれたと思う。 

Ａ市役所から申立期間の保険料について納付勧奨を受けたことは無いの

で、当該期間を納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年８月ごろに、申立人の父が、申立人の国民年金加入手

続を行うとともに、申立期間の保険料を特例納付したと申し立てている。 

しかし、申立人は、保険料の納付に直接関与しておらず、申立期間の保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料を納

付したとされている申立人の父は既に死亡しているため、保険料納付の詳細は

不明である。 

また、申立人に係る社会保険事務所の特殊台帳に、申立期間の保険料が特例

納付されたことをうかがわせる事蹟
じ せ き

は見当たらない。 

さらに、申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていることをう

かがわせる周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年３月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 48年 12 月まで 

私は、昭和 41年１月ごろに、Ａ市Ｂ区役所で夫と一緒に夫婦二人分の国

民年金に加入した。国民年金保険料は、毎月、区役所に現金を持参して納付

し、領収書を受け取っていた。 

それなのに、申立期間の保険料が未納とされているのは納得できないの

で、納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41年１月ごろに、申立人自身が夫の分と併せて国民年金加

入手続を行い、その後は、申立人が、毎月、夫婦二人分の国民年金保険料を区

役所に持参して納付したと申し立てている。 

 しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52年１月 13日に、夫婦連

番で払い出されており、この手帳記号番号では、申立期間の保険料は、制度上、

時効により納付できない。 

 また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容を確認するとと

もに、各種読み方等による氏名検索を行っても、申立人に対し、別の手帳記号

番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、Ａ市では、申立期間当時、国民年金保険料の収納は、国民年金手帳

に印紙を貼付
ちょうふ

し押印する印紙検認方式により実施しており、現金納付と引き換

えに領収書を受け取ったとする申立人の陳述と符合しない。 

   加えて、申立人が一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の

夫も、厚生年金保険加入期間を除いて、申立期間の国民年金保険料は未納とな

っている。 



   このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料が納付されていることを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3088 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 11 月から 40 年１月までの期間及び 41 年１月から 48 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 （死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月から 40 年１月まで 

             ② 昭和 41年１月から 48年 12月まで 

私は、昭和 41年１月ごろに、Ａ市Ｂ区役所で、夫と私の国民年金加入手

続を行った。その際、区役所職員から、夫の国民年金保険料の過去の未納分

をさかのぼって納付できると聞いたので、夫婦二人分の通常の保険料と一緒

に、夫の未納となっていた保険料も納付することとした。 

    保険料は、毎月、区役所に現金を持参して納付し、その都度、夫婦二人分

の通常の保険料と夫の未納分の保険料とで、全部で３枚の領収書を受け取っ

ていた。 

 それなのに、申立期間の夫の保険料が未納とされているのは納得できない

ので、納付記録を訂正してほしい。 

(注)申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41年１月ごろに、申立人の妻が夫婦二人分の国民年金加入

手続を行い、妻が、毎月、夫婦二人分の現年度保険料と併せて、申立人の過去

の未納期間の保険料も、区役所に現金で納付したと申し立てている。 

   しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52年１月 13日に、夫婦連

番で払い出されており、この手帳記号番号では、申立期間の保険料は、制度上、

時効により納付できない。 



 また、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿の内容を確認するとと

もに、各種読み方等による氏名検索を行っても、申立人に対し、別の手帳記号

番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、Ａ市では、申立期間当時、国民年金保険料の収納は、国民年金手帳

に印紙を貼付
ちょうふ

し押印する印紙検認方式により実施しており、また、過年度保険

料の収納は行っておらず、区役所で過年度保険料の納付分と併せて領収書を受

け取ったとする申立人の妻の陳述と符合しない。 

   加えて、申立人の保険料を自身の保険料と一緒に納付していたとする申立人

の妻も、申立期間の国民年金保険料は未納となっている。 

   このほか、申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人の申立期間の保険料が納付され

ていることをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3089 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 41 年３月まで 

義父が昭和 36年に私たち夫婦二人分の国民年金加入手続をし、集金人に

夫婦二人分の保険料を支払ってくれていた。また、37年末に義父が死亡し

た後は私たち夫婦が夫婦二人分を支払い続けてきた。 

私の１冊目の赤い年金手帳には、夫のものと同じように納付したことを示

す検認印が押されていた。この手帳をうっかり紛失してしまったが、１回も

忘れずに支払い続けてきたのは間違いない。 

夫婦二人分を一緒に納めてきた夫が完納の記録になっているのに、もう一

方の私に未納期間があるとされているのはどうしても納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

夫婦の加入手続時期をみると、夫の手帳記号番号が昭和 36年７月 19日に払

い出されていることが同人の所持する年金手帳の発行日から確認できるのに

対し、申立人の手帳記号番号は５年以上遅く、41 年６月１日に発行されてい

ることが同様に確認できる。この場合、申立人については、年金手帳が発行さ

れた時点では、既に申立期間の一部は時効により保険料を納付することはでき

ない期間となっているほか、夫婦そろって 36 年に加入したとする申立人の陳

述とは符合しない。 

また、このように夫婦の加入手続時期が５年以上異なる点については、夫の

手帳記号番号「Ａ」と申立人の手帳記号番号「Ｂ」の間に、１万 7,000人を超

える被保険者が存在する状況と符合している。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、旧姓を含む

氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払

出簿の縦覧調査を行ったが、その存在をうかがわせる事情は確認されなかっ



た。     

加えて、仮に、申立人が別の年金手帳により保険料を納付していた場合、既

に手帳記号番号を所持していたにもかかわらず、同じＣ区で新たな手帳記号番

号の払出しを受けたこととなり、不自然さは否めないほか、申立期間の保険料

納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3090 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年３月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月から 48 年３月まで 

Ａ市Ｂ区のＥ業務の店に住み込んで働いていた時に、私が 20歳になって

すぐにその事業主が国民年金の加入手続をして保険料を納めてくれたと聞

いている。 

その後、昭和 43年ごろに独立してＣ市でＥ業務の店を始め、この時から

は市の集金人に現金で納め、年金手帳に印紙を貼
は

ったり、受領印を押しても

らっていた。 

その時の年金手帳は店舗兼住宅の建替時に紛失してしまったが、保険料を

支払ったのは間違いなく、結婚後の納付記録しかないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号は昭和 47年９月 30

日に払い出されていることが同払出簿から確認できる。この場合、申立期間の

うち、払出時点から２年強以前については、時効により、既に納付できない期

間になっているほか、37 年３月ごろに加入したとする申立人の陳述とは符合

しない。 

また、申立人の住民票上の異動状況をみると、昭和 43 年４月にＡ市Ｄ区か

らＣ市に転入していることが同市の住民票から確認でき、住み込みで働いてい

たＢ区からＣ市へ異動したとする申立人の陳述とは符合しない。この点につい

て、申立人はＤ区が小学生当時の住所であると陳述していることと考え併せる

と、申立人は、事業主が加入手続を行ったとするＢ区には住民票を置いていな

かったものと推定でき、制度上、同区において加入手続が行えなかった可能性

がうかがえる。 

さらに、申立人は昭和 43 年４月以降については、転居後のＣ市において継



続して集金人に保険料を納付していたとしているが、その場合、既に手帳記号

番号を所持していたにもかかわらず、47 年９月に同じＣ市で新たな手帳記号

番号の交付を受けたこととなり、不自然さは否めない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別

読みによる氏名検索を行ったほか、当時の居住地に係る同払出簿の内容をすべ

て点検したが、その存在をうかがわせる事情は確認されなかったほか、申立期

間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 47 年３月まで 

私は、昭和 46年４月から 47年３月までの間、Ａ校で就学していた。この

間、失業保険をもらっていたので、そこから国民年金の保険料を金融機関で

納めた。申立期間が未納とされているのは納得できない。国民健康保険は、

父の扶養になっていたと思うので、国民健康保険を納めたのではない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ校で就学中であり失業保険をもらっていたので、

そこから国民年金の保険料を納めていたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金納付記録をみると、厚生年金保険の資格を喪失し

た平成 15年１月以前において、申立期間を含め 12期間にわたり国民年金への

加入期間が存在するものの、そのすべてが厚生年金保険の資格の喪失後である

同年２月 18 日に追加処理されていることが社会保険庁の電算記録から確認で

きる。この場合、追加処理時点においては、申立期間の保険料は時効により、

既に納付できない期間になっているほか、行政側は、追加処理時点まで申立期

間を未加入期間と認識しており、制度上、保険料を納付することはできなかっ

たと考えるのが相当である。 

また、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、別読

みを含む氏名検索のほか、申立期間当時の住所地を管轄する社会保険事務所に

おいて同手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、その形跡は見当たらなか

った。また、この点については、申立期間当時、申立人が居住していたＡ市で

国民年金への加入手続を行った場合に作成されるべき同市の被保険者台帳が

存在していない状況と整合している。 

このほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなか



った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3092 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年４月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 54年３月まで 

    私は、Ａ市において一人暮らしをしていた時は、自分で保険料を納付して

いたが、昭和 53 年１月にＢ市Ｃ区において妻と同居を始めてからは、妻が

夫婦二人分の保険料を納付していた。 

    申立期間は、妻が納付済みであるのに、私だけ未納とされているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年１月にＡ市からＢ市Ｃ区（現在は、Ｂ市Ｄ区。）に転

居し、妻と同居を始めたと申し立てているところ、申立人の住民票及び特殊台

帳を見ると、その異動日は、申立人が同居を始めたとする約１年後の 54 年３

月 27 日となっていることが確認できるとともに、付加年金について、申立人

の妻が 53年５月 31日に加入しているのに対し、申立人の加入日は、住民票等

に記載された異動日翌月の 54年４月 24日であり、それ以降、付加保険料を含

めて保険料を納付していることから、このころにＢ市Ｃ区において申立人に係

る年金関係の住所変更手続が行われたものと推定される。したがって、この間

の申立期間に係る国民年金保険料の納付書は、Ａ市において発行されていたも

のと考えられ、当時、Ｂ市Ｃ区に居住していたとする申立人及びその妻にとっ

て、申立期間の保険料を納付することが困難な状況であったものと考えられ

る。 

また、申立人も、申立人の妻と同居して以降、Ａ市に国民年金保険料の納付

書を受け取りに行った記憶も、過去の保険料をさかのぼって納付した記憶も無

いと陳述している。 

さらに、申立人及びその妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3093 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    私は、昭和 36 年に結婚し、夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。

申立期間当時は、店舗に来ていた集金人に、妻が夫婦二人分の国民年金保険

料を納付していたのに、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年に夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、妻が夫婦

二人分の国民年金保険料を集金人に納付していたと申し立てているが、申立人

の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、41 年３月に払い出されている

ことが手帳記号番号払出簿により確認でき、この時点において、申立期間のう

ち、40 年３月以前の保険料は、時効により納付することができない期間を含

む過年度保険料であり、基本的に、現年度保険料しか取り扱わない集金人に納

付することができなかったものと考えられる上、申立人は、妻が過去の未納保

険料をさかのぼって納付した記憶は無いと陳述している。 

   また、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻の国民年

金手帳記号番号は、昭和 46年１月に払い出されており、45年４月から納付を

開始していることが、手帳記号番号払出簿及び納付記録から確認できることか

ら、夫婦の間において、加入時期及び納付開始時期に相違がみられ、申立内容

と符合しないほか、申立期間は申立人の妻も未納となっている。 

   さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、申立期間に

係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、

申立人及びその妻に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらなかった。 

   加えて、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年７月まで 

    私は、国民年金に関しては、亡くなった妻に一切を任せており、詳しいこ

とは分からないが、昭和 40 年ごろ、妻が夫婦二人分の国民年金の加入手続

を行ったと思う。妻が区役所で保険料を納付するに当たり、職員から「国民

年金は昭和 36 年から始まっており、最初から納付された方が、後々給付さ

れるときに非常に楽です。」と言った内容のことを言われたという話を、当

時、妻から聞いている。その時、妻は、開始当初から 52 か月、夫婦で２口

入会し「一括して支払ってきたよ。」と言って、当時の米穀通帳のような粗

末な手帳に切手のようなものを貼
は

っていたのを私に見せてくれた覚えがあ

る。申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に関しては一切を妻に任せていたとしていることから、

夫婦二人分の国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、こ

れらを任せていたとする妻も既に亡くなっているため、当時の具体的な納付状

況等は不明である。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 39 年７

月に夫婦連番で払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、

このころに申立人及びその妻の国民年金の加入手続が行われたものと推定さ

れる。この時点において、申立期間のうち、37 年３月以前の保険料は、時効

により納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人及びその妻の国民年金被保険者期間における納付記録をみる

と、申立人は、申立期間直後の昭和 40年８月から 60年７月までの 240か月(20

年)を納付し、申立人の妻は、41 年７月から平成３年６月までの 300 か月(25



年)を納付していることが確認でき、それぞれ年金受給資格期間を確保するた

めに最低限必要な期間と一致している上、現存する申立人の妻に係る区の被保

険者名簿を見ると、44年 9月 30日に 41年７月から 42年３月までの期間の保

険料をさかのぼって納付し、44 年 10 月 31 日及び同年 12 月 10 日に、42 年４

月から同年９月までの期間及び同年 10月から43年３月までの期間の保険料を

さかのぼって過年度納付することで、妻の年金受給資格期間を確保しているこ

とが確認できることから、申立人の妻は、申立人についても、申立人の年金受

給資格期間を確保するため、40 年８月まで期間をさかのぼって保険料を納付

していたものとみるのが自然である。 

さらに、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 11 月から 51 年３月までの期間、平成元年４月から２年

１月までの期間及び４年４月から８年３月まで期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 11月から 51年３月まで 

② 平成元年４月から２年１月まで 

③ 平成４年４月から８年３月まで 

    私が勤務していた会社が昭和 50 年 10 月に倒産したので、妻が、同年 11

月に区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続を行い、その時、何か月分

かの夫婦二人分の国民年金保険料として２万から３万円ぐらいの金額をま

とめて納付したのに、退職後の申立期間①が未納とされている。 

    また、国民年金に加入後は、平成３年度まで夫婦二人分の保険料を妻が一

緒に区役所内の銀行等で納付してきたのに申立期間②が未納とされている。 

なお、私に平成８年４月から同年 12 月までの９か月の納付記録があるの

であれば、その間の申立期間③が未納であるはずが無く、平成３年度以降も、

妻が引き続き私の保険料だけを納付してくれていたはずである。 

それぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、勤務していた会社が倒産したので、申立人

の妻が昭和 50 年 11 月に区役所で国民健康保険及び国民年金の加入手続を行

い、その時、夫婦二人分の国民年金保険料として２万から３万円ぐらいの金額

をまとめて納付したと申し立てている。 

そこで、夫婦に係る区の被保険者名簿を見ると、夫婦共に申立人が退職した

約１年後の昭和 51 年 12 月 11 日に国民年金の新規取得届を行ったことが確認

できるとともに、夫婦は、共に同年４月から保険料を納付していることが社会

保険庁の納付記録により確認できることから、申立人の妻は、新規取得届を行



った際に、その時点において、区役所窓口で納付が可能であったとみられる申

立期間①直後の同年４月から同年 12 月までの９か月分の現年度保険料のみを

夫婦一緒に夫婦二人分をまとめて納付したものと考えるのが自然であり、当該

期間の保険料額も夫婦二人分で２万 5,200円となることから、申立人の妻が記

憶する納付金額とおおむね一致している。 

また、夫婦に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、手

帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、夫婦に

対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らなかった。 

申立期間②について、申立人の納付記録をみると、平成４年３月２日に、そ

の時点で時効にかからず納付が可能であった２年２月及び同年３月の保険料

を過年度納付していることが確認できることから、申立期間②は、時効により

保険料を納付することができない未納期間であったものと考えられる上、夫婦

二人分を一緒に納付していたとする申立人の妻も、当該期間は未納となってい

る。 

申立期間③について、申立人は、申立期間③直後に９か月の納付記録が存在

することについて、社会保険事務所から聞かされるまで知らなかったと陳述

し、それが存在するのであれば不自然な納付であり、連続して保険料を納付し

てきた申立人の妻の性格からみて、途中の期間の保険料を納付しないはずが無

いとしているが、申立人の妻からは、申立期間③の保険料を納付したとする明

確な陳述を得ることはできなかった。 

また、申立期間③は４年に及び、このような長期間にわたり、連続して納付

記録が欠落するとは考え難い。 

さらに、申立人は、平成元年から７年までの確定申告書控えを所持している

が、そこに記載された国民年金保険料の金額は、申立人の妻が確定申告書控え

に３か月又は６か月ごとに納付した領収証書を添付していたとしているにも

かかわらず、暦年単位の金額では無く、当該年度の保険料月額を 12 倍した年

度単位の金額であるなどの矛盾がみられる上、申立人の妻も厳密に申告手続を

行っていなかった可能性について言及していることから、信憑
ぴょう

性に欠ける。 

加えて、申立人の妻が申立期間①、②及び③の保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿等)は無く、ほかに申立期間①、②及び③の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3096 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和８年生         

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

        結婚した昭和 32 年から自宅近くにあった建物内において、夫婦で店を営

んでいた。36 年ごろ、店に区役所から女性の集金人が毎月来られて保険料

を徴収されていたと思う。 

国民年金の加入手続をした場所及び、申立期間当時の国民年金手帳につい

ての記憶ははっきりしないが、昭和 42 年８月ごろに、区役所から夫婦二人

分の手帳が郵送されてきたことをはっきりと覚えている。 

また、申立期間の保険料は、妻の私が夫婦二人分を一緒に毎月欠かさず納

付したはずである。当時の月額保険料は一人 200 円であったと記憶してい

る。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36年ごろ、店に区役所の女性集金人が訪れ、国民年金保険

料を納付していたと申し立てている。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手

帳記号番号は昭和 42年３月 31日に夫婦連番で払い出されており、この手帳記

号番号払出時点においては、申立期間のうち、36年４月から 39 年 12月までの

国民年金保険料は制度上納付することができず、40年１月から 41年３月まで

の保険料は過年度保険料となり、集金人に納付することはできない。 

また、区の保管している国民年金被保険者名簿及び検認記録をみても、夫婦

共に、申立期間である昭和 36年度から 41年度までの国民年金保険料納付記録



欄は空白となっており、申立期間後の昭和 42年４月から同年９月までの保険

料については、同年 10 月 27日に納付しており、これが確認できる最初の納付

記録となっている。 

さらに、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料月額について、一人当た

り 200円であったとしているが、昭和 36年４月から 41年 12月までの月額保

険料は 100円であり、金額が一致しない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳

記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3097 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和９年生         

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

結婚した昭和 32 年から自宅近くにあった建物内において、店を営んでい

た。昭和 36 年ごろ、店に区役所から女性の集金人が毎月来られて保険料を

徴収されていたと思う。 

国民年金の加入手続をした場所及び申立期間当時の国民年金手帳につい

ての記憶ははっきりしないが、昭和 42 年８月ごろに、区役所から夫婦二人

分の手帳が郵送されてきたことをはっきりと覚えている。 

また、申立期間の保険料は、私が夫婦二人分を一緒に毎月欠かさず納付し

たはずである。当時の月額保険料は一人 200 円であったと記憶している。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36年ごろ、夫婦で経営していた店に区役所の女性集金人が

訪れ、国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手

帳記号番号は昭和 42年３月 31日に夫婦連番で払い出されており、この手帳記

号番号払出時点においては、申立期間のうち、36年４月から 39 年 12月までの

国民年金保険料は制度上納付することができず、40年１月から 41年３月まで

の保険料は過年度保険料となり、集金人に納付することはできない。 

また、区の保管している国民年金被保険者名簿及び検認記録をみても、夫婦

とも、申立期間である昭和 36年度から 41年度までの国民年金保険料納付記録

欄は空白となっており、申立期間後の昭和 42年４月から同年９月までの保険

料については、同年 10 月 27日に納付しており、これが確認できる最初の納付

記録となっている。 



さらに、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料月額について、一人当た

り 200円であったとしているが、昭和 36年４月から 41年 12月までの月額保

険料は 100円であり、金額が一致しない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳

記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3098 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年６月から 38年２月までの期間及び同年６月から 40年 11

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名  ： 男 

基礎年金番号   ：  

生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

住 所  ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間    :  ① 昭和 37年６月から 38年２月まで 

           ② 昭和 38年６月から 40年 11月まで 

申立期間①については、区役所年金課の職員が自宅に来たので、父が私の

国民年金の加入手続を行い、初回分の保険料を納付してくれた。その後は３

か月に１回、自宅に来る集金人に月額 100円から 200円ぐらいの保険料を自

分で納付した。 

申立期間②については、会社を退職した半年後ごろ、申立期間①と同様に

区役所職員が自宅に来たので、自分で国民年金の加入手続を行い、その後は

３か月に１回、集金人に月額 600円から 700 円ぐらいの保険料を納付した。 

申立期間①及び②とも、加入手続の際、国民年金に関する書類に名前や生

年月日等を記入したのを覚えている。 

申立期間の国民年金保険料を納付したことは間違いないので未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年６月末ごろに、自宅で、国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料については、集金人に納付したと申し立てている。 

しかしながら、申立人に係る社会保険事務所の年金加入記録をみると、厚生

年金保険被保険者期間があるのみであり、国民年金被保険者期間は全く認めら

れない。 

また、申立人が申立期間当時居住していたＡ区を管轄するＢ社会保険事務所

において、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び



氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間の国民年金保険料の納付方法は印紙検認方式であるとこ

ろ、申立人は、集金人に保険料を納付したとしているものの、年金手帳の交付

を受けた記憶は無いとしている上、申立期間②の保険料額について、月額 600

円から 700円ぐらいであったとしているが、当時の保険料は月額 100円であり、

金額が一致しない。 

加えて、申立人の国民年金加入手続及び当初の国民年金保険料納付を行った

とする申立人の父は既に他界しており、また、当時の事情を知る申立人の母も

高齢のため陳述を得ることは困難であり、保険料納付をめぐる事情等を酌み取

ろうとしても、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3099 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年８月から 50年９月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年８月から 50年９月まで 

    私の年金記録を照会したところ、申立期間の国民年金保険料が昭和 51年

１月 10日に還付したとされており、私の保有する年金手帳にもその旨の記

載がある。 

しかし、還付金を請求したこと及び受け取った記憶が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について還付された記憶が無いと申し

立てているが、特殊台帳を見ると、申立期間の保険料は、当初納付済みとなっ

ていたものの、申立人が厚生年金保険に加入したことに伴い、昭和 49 年８月

１日に国民年金被保険者資格を喪失し、申立期間が厚生年金保険被保険者期間

と重複することになったことから、51年１月 10日に納付済みの１万 4,400円

が還付決定されていることが確認でき、これら還付事由及び還付手続に過誤は

認められず、特殊台帳の記載内容にも不自然な点は見られない。  

また、申立人の年金手帳を見ると、「還付 49・８～50・９まで 14,400円（51

・１・10）」との特殊台帳と同じ記載があり、申立人が還付金を受け取ったこ

とを踏まえ、社会保険事務所において、その旨を記載したものと推測される。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、還付された記憶が

無いと主張するのみで、還付に係る事務処理が適正になされなかったこと及び

還付記録の内容を疑わせる周辺事情等も見当たらないことから、申立期間に係

る還付金を受け取ったものと考えるのが相当である。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を還付されていないものと認めることはできない。  



大阪厚生年金 事案 3845 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年７月１日から 36年 11月５日まで 

   私は、昭和 35年６月 24日にＡ社Ｂ工場を退職し、同年７月１日にＣ社に

正社員として入社した。 

社会保険庁の記録によれば、Ｃ社における厚生年金保険被保険者資格の取

得日が昭和 36 年 11 月５日となっており、入社から 16 か月間が厚生年金保

険に未加入とされている。 

申立期間において、Ｃ社に勤務していたことは確かであるので、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された失業保険被保険者資格取得確認通知書によると、申立

人は、Ｃ社において昭和 35 年 12 月 26 日に被保険者資格を取得していること

が確認でき、申立人が、申立期間のうち、同日以降は同社に在職していたこと

は認められる。 

   一方、Ｃ社から、「申立期間当時、新規採用者については各人の仕事ぶりに

応じ、おおむね３か月から１年間程度の試用期間を設けていた。雇用保険は入

社と同時に加入手続を行っていたが、厚生年金保険については試用期間終了後

に加入させており、試用期間中は保険料を控除していなかった。」旨の陳述を

得た。 

   また、申立人が同僚として名前を挙げている２人は、雇用保険被保険者資格

を取得後、厚生年金保険被保険者資格を取得するまで、それぞれ約５か月及び

約１か月半の期間を要していることが認められる。 

   さらに、申立人と同一日の昭和 36年 11月５日にＣ社において厚生年金保険

被保険者資格を取得している同僚から提出された同年３月、同年４月及び同年



11月から 37年１月までの出勤表（出勤日、給与支給内訳及び控除額内訳を記

載。）によると、当該同僚は 36 年３月 22 日から同社に勤務していることが認

められるところ、給与から健康保険料及び厚生年金保険料の控除が確認できる

のは同年 11月以降となっている。 

   加えて、Ｃ社が保管していた、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認

及び標準報酬決定通知書によると、申立人に係る被保険者資格の取得日は昭和

36年 11月５日であることが確認できる。 

   以上の事情を踏まえると、申立人は、申立期間中にＣ社に在職していたこと

は認められるものの、当該期間は試用期間として厚生年金保険には加入してい

なかったと考えるのが相当である。 

   このほか申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3846 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年４月１日から 24年 10月１日まで 

             ② 昭和 25年４月１日から同年６月 23日まで 

    私は、昭和 23年４月１日にＡ社の特約代理店であったＢ社に入社したが、

社会保険庁の記録によると、同社における厚生年金保険被保険者資格の取得

日が 24年 10月１日とされている。後遺症で負傷個所が痛むことがあったの

で、入社当初から、健康保険証を常時携帯していた記憶がある。申立期間に

おいて、同社に勤務していたことは確かであるので、厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい(申立期間①)。 

    Ｂ社がＡ社の代理店業務を縮小することとなり、当時のＢ社社長がＡ社の

社長の子息であった関係から、同社に転職することとなった。社会保険庁の

記録によると、Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭和 25

年４月１日、Ａ社における被保険者資格の取得日が同年６月 23 日とされて

いるところ、転職の経緯から、退職から入社まで２か月も空白期間があるこ

とは考えられない。同社に入社する直前までＢ社に勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい(申立期間②)。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が所持している旧国鉄の切符、営業先の名刺 

及び申立人の陳述内容から、期間は特定できないものの申立人が申立期間①当

時においてＢ社に在職していたことは推測できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたＢ社Ｃ出張所の厚

生年金保険の新規適用日は昭和 24 年８月１日であるところ、実際に社員が被

保険者資格を取得したのは新規適用から２か月後の同年 10 月１日が最初とな

っており、申立人を含む６人が被保険者資格を取得しているが、当該６人の被



保険者記号番号は連番となっていることから、申立人が、同年 10 月１日より

以前に同社で被保険者資格を取得していた期間があったことは考え難い。 

また、当時の事業主及び新規適用時の同僚は全員が死亡又は所在不明となっ

ているため保険料控除についての陳述を得ることはできず、このほかにＢ社の

新規適用前に、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間①において、健康保険被保険者証を所持してい

たと申し立てているところ、新規適用前に社会保険事務所が、健康保険証を交

付することは考え難い。 

申立期間②については、当時の事業主及び同僚は、全員が死亡又は所在不明

となっているため、申立人の在職に関する陳述を得ることができない。また、

このほかに申立人が、申立期間②においてＢ社に在職していたことをうかがわ

せる事情を確認することはできない。 

さらに、Ａ社が保管している退職者記録簿における申立人の入社日と、同社

Ｄ支店における申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日(昭和 24 年６月

23日)は一致しており、加えて、申立人は、以前にも同社に勤務していた時期

があったことを踏まえると試用期間があったとは考え難く、申立人は、同社Ｄ

支店入社と同時に被保険者資格を取得したと考えるのが相当である。したがっ

て、申立人が、申立期間②において、Ｂ社ではなく、Ａ社に在職していたこと

も認め難い。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3847 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年６月 12日から同年７月１日まで 

私は、平成 16年４月 1日から同年６月 11日までＡ社でＢ業務及びＣ業務

担当の社員として勤務していた。 

社会保険庁の記録によると、私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日は退職翌日の平成 16年６月 12日となっており、同年６月は被保険

者期間となっていないが、同年６月分の給料明細書をみると厚生年金保険料

が控除されている。同社では、厚生年金保険料を当月控除していたと思われ

ることから、同年６月分の給与から控除された保険料は同年６月であったと

考えられるので、同年６月も厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の給料明細書によると、申立人は、平成 16年６ 

月分の給与から前月分と同額の厚生年金保険料を控除されていることが確認

できる。 

また、Ａ社の元事業主は、「申立期間当時、給与事務は自ら処理していたが、

厚生年金保険料を当月控除していたか、翌月控除していたかは覚えていない。」

旨陳述しているが、申立人が入社した月である平成 16 年４月分の給料明細書

において厚生年金保険料の控除が確認できることから、同社では、保険料を当

月控除しており、申立人が同年６月分の給与から控除された保険料は、同年６

月であったものと認められる。 

一方、健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、平成 16 年６月

分給与明細書に記載の出勤日数、雇用保険の記録、及び退職後に会社に届けら

れた申立人の制服返納小包に添付されていた手紙の日付から、申立人のＡ社退

職日は同年６月 11 日であると判断され、同年６月末まで在職していなかった



ことは明らかであることから、厚生年金保険法第 19 条の規定（被保険者期間

を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からそ

の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。）、及び同法 14条の規定（被

保険者は、その事業所に使用されなくなった日の翌日に、被保険者の資格を喪

失する。）に基づき、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年６

月 12 日となり、申立人の主張する同年６月は、厚生年金保険の被保険者期間

とはならない。 

したがって、社会保険事務所は、制度上平成 16 年６月の厚生年金保険料を

徴収する権限は無く、事業所に対し保険料の請求も行っていないと考えられる

ことから、申立人に係る同年６月の保険料はＡ社が事務処理上の過誤により控

除したものであると判断され、有効な保険料の控除があったとは認められない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間において厚生

年金保険の被保険者であったと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3848 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年７月１日から 37年２月 28日まで 

             ② 昭和 38年４月 10日から 41年７月１日まで 

   ねんきん特別便が届き年金記録を確認したところ、申立期間に係る厚生年

金保険加入期間について、脱退手当金支給済みとなっている。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約２か月後の昭和41年９月16日に支給決定されたこととなっ

ているが、脱退手当金裁定請求書は同年８月 26 日に社会保険事務所に提出さ

れていることが確認できる。 

そこで、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び捺印がなさ

れており、記載内容に疑義は認められない上、申立人の脱退手当金支給額に計

算上の誤りは無いなど、受付から支給決定されるまでの一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

また、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されているペ

ージを含む前後 20 ページのうち、受給要件を満たし申立人と同一時期（おお

むね２年以内）に資格を喪失した女性 25 人について、脱退手当金の支給記録

を調査したところ、受給者は申立人を含め 15 人であり、うち 10人が資格喪失

後約６か月以内に支給決定されているほか、同一支給日の受給者も散見される

上、申立人の脱退手当金裁定請求書の事業所欄には、同社のゴム印が使用され



ていることから、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3849 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 10月１日から 37年２月１日まで 

             ② 昭和 37年３月１日から 40年２月１日まで 

    厚生年金保険加入記録を照会したところ、Ａ社及びＢ社の２社に係る加入

期間について脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

脱退手当金を請求も受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、請求した記憶は無く、受給

していないとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約５か月後の昭和40年６月28日に支給決定されたこととなっ

ているが、脱退手当金裁定請求書は同年２月 27 日に社会保険事務所に提出さ

れていることが確認できる。 

そこで、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び捺印がなさ

れていることのほか、記載された住所は申立人の当時の住所地(Ｃ区)と一致し

ていることが確認できる。また、申立人の脱退手当金は、社会保険事務所の窓

口で現金払い（当地払い）されており、署名及び捺印がなされた領収書が保管

されていることから、支払通知書は申立人の住所地に送付され、同通知書を同

社会保険事務所に持参して脱退手当金を受領したと考えるのが自然である。 

また、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえないほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無

いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3850 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月 19日から 42 年１月 16日まで 

申立期間の厚生年金保険被保険者期間について社会保険事務所に照会 

申出書を提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答があった。 

昭和 40 年ごろにそれまでの厚生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金

を受給した記憶はあるが、申立期間の脱退手当金は受け取っていない。 

申立期間に係る脱退手当金の請求手続はしておらず、受給していないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁の記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給され

たこととなっているＡ社及びＢ社における加入期間については、昭和 40 年ご

ろに脱退手当金を受給したと主張しているところ、申立期間以前に脱退手当金

の支給記録は無いほか、申立人が脱退手当金を受給したとする期間のＢ社の厚

生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」が記されてい

ない上、同社退職直後に再就職していることから、この間に脱退手当金を受給

していたことをうかがわせる事情は無く、申立人の主張は不自然である。 

また、申立人が脱退手当金を受給したとする期間のＢ社は、申立期間に係る

事業所と同一であることを踏まえると、申立人が同社を退職した後に脱退手当

金を請求したと考えるのが相当である。 

さらに、申立人から聴取しても、ほかに申立期間に係る脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3851 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月 11日から 46 年４月 16日まで 

    Ａ社での厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を

提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答をもらった。 

    脱退手当金の請求手続はしておらず、受給していないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、請求も受給もしていないと

している。 

  社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約１年 11 か月後の昭和 48 年２月８日に支給決定されてい

るが、脱退手当金裁定請求書は 47年 12月 11 日に社会保険事務所に提出され

ていることが確認できる。 

そこで、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び捺印がな

されていることのほか、申立人の脱退手当金は、当時の住所地（Ｂ市）に近

いＣ郵便局への送金払い（通知払い）となっていることが確認できるほか、

脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号について、申立期間と申立

期間後の被保険者期間では別の記号番号となっていることから、脱退手当金

を受給したために異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 39年６月４日まで 

    60 歳になり、年金受給手続のため社会保険事務所に出向いたところ、Ａ

社で勤務していた約 10 年間の厚生年金保険加入期間について、脱退手当金

支給済みであることを知った。 

脱退手当金は請求しておらず、受け取っていないので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後、脱退手当金は請求も受給もしていないとしている。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されているページを

含む前後計６ページ(120人)のうち、申立人と同一時期(おおむね２年以内)に

受給要件を満たし資格を喪失した女性 16 人について、脱退手当金の支給記録

を調査したところ、受給者は申立人を含め 12 人みられ、うち 11人が資格喪失

後約６か月以内に支給決定されているほか、支給決定日が同一日となっている

受給者が散見されることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事

業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出票の申立人の欄を見ると、昭

和 39 年９月８日付けで旧姓から新姓へ氏名変更されており、申立人の脱退手

当金が同年９月 28 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の

請求手続に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤

りは無い上、厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和 39 年

９月 28 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ



ない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3853 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年７月 10日から 33 年１月 10日まで 

    57 歳になった時に社会保険事務所で私の年金記録を調査してもらったと

ころ、結婚前に勤務していたＡ社の厚生年金保険加入期間が脱退手当金支給

済みであることを知った。 

    昭和 33年３月 12日に脱退手当金が支給されたことになっているが、請求

手続に行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職した際、脱退手当金を請求した記憶は無く、受給して

いないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約２か月後の昭和33年３月12日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において申立人が記載されている

欄の前後計 109 人のうち、申立人と同一時期(昭和 32 年から 34 年まで）に受

給要件を満たし資格を喪失した女性 12 人について、脱退手当金の支給記録を

調査したところ、受給者は申立人を含め６人であり、その全員が資格喪失後約

３か月以内に支給決定されているほか、支給決定日が同一日となっている受給

者も散見される。また、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚

生年金保険被保険者期間がなければ年金は受給できなかったことを踏まえる

と、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能

性が高いものと考えられる。 

さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いという

ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年３月１日から 59年３月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社の加

入期間が昭和 59年３月１日から同年４月 26日までである旨の回答をもら

った。同社には 58 年３月１日から勤務していたので、申立期間について

も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から、期間は特定できないものの、申立人が、申立期間

当時に、パートタイム社員としてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社の現在の事業主は、「会社には当時の記録は残っておらず、

申立人についても、当時の事情が分かる者もいないが、現在は、パートタイ

ムの社員は厚生年金保険には加入しておらず、厚生年金保険料も控除してい

ない。」と陳述している。 

また、申立人及び複数の同僚が申立期間当時、Ａ社にパートタイム社員と

して勤務していたと陳述している者は、社会保険事務所の同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、被保険者記録は確認できない。 

さらに、当該名簿において、昭和 59 年３月１日に申立人を含む６人のパ

ートタイム社員が資格を取得し、同年４月 26 日に資格を喪失していること

が確認できる。 

加えて、当該６人のパートタイム社員のうち３人は、申立期間に国民年金

に加入し、国民年金保険料を現年度納付している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、パートタイム社員は厚生年

金保険に加入させていなかったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年７月 29日から 57年５月 16 日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社 

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

Ａ社には、昭和 53年２月から 57年７月まで継続して勤務しており、途中 

で退社したことは無い。 

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてもＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、雇用保険の記録をみると、申立人は昭和 53 年２月１日にＡ社で資格

を取得、54 年７月 28 日に離職し、57 年５月 17 日に再度同社で資格を取得し

同年７月 31 日に離職しており、申立期間は雇用保険に加入していなかったこ

とが確認でき、この記録は厚生年金保険の加入記録と一致している。 

また、申立人は、昭和 54年７月 28日の離職後に、雇用保険の求職者給付等

の受給資格が決定されていることも確認できる。 

さらに、社会保険事務所の申立人に係る国民年金の記録をみると、申立人は、

申立期間について、国民年金保険料を現年度納付していることが確認できる。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立人が、昭和 54年７月 29日の資格喪失時に健康保険証を返還した旨の

記録が見られる。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年６月 27日から 55年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社。）Ｃ部Ｄ営業所に勤務していた期間のうち、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。同社には、申立期間も勤務していたの

で、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間についてもＡ社Ｃ部Ｄ営業所でＥ業務従事者として勤務 

し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、「申立人の申立期間における関連資料は無いが、申立期間

当時、申立人のようなＥ業務従事者には、業績に応じて、厚生年金保険に加入

させる雇用契約であった。」としている。 

また、Ａ社Ｃ部に係る社会保険事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立期間に加入記録のある同僚に照会したところ、複数の同僚から、

申立期間当時、同社では、Ｅ業務従事者については、上記のような雇用契約で

あったとの回答が得られた。 

そして、申立期間当時に被保険者資格を取得しているＥ業務従事者の同僚は、

入社後、一定期間経過してから厚生年金保険に加入していることが認められる。 

加えて、申立期間に係る上記被保険者名簿において、健康保険の整理番号に

欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務について確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 31年２月から 32年１月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間は、Ａ社（現在は、Ｂ社。）でＣ業務従事者として勤務してい

たので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 31年２月ごろにＡ社に入社し、32年１月まで勤務したと申

し立てている。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、当時の事業主は既

に死亡しているため、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除等は確認できないとしている。 

また、申立人は、当時の同僚を記憶しておらず、このため、社会保険事務所

のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に係る被保険

者記録が確認できる複数の従業員に照会したが、申立人を記憶している者はい

なかった。 

さらに、Ｂ社の現在の事業主は、「Ｃ事業は昭和 52年８月に廃止したが、そ

れまでは、入社後６か月間の試用期間を設けていた。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年３月 10日から同年４月 12 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間も、Ａ社で正社員として継続

して勤務していたので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務し、厚生年金保険に加入していた

と申し立てている。 

しかし、当時の事業主の子は、「昭和 41年ごろ、労働条件について事業主と

従業員の間で紛争が生じ、事業所に設置していた寮で生活していた従業員全員

が寮を出て、退職扱いとなったが、申立人等一部の従業員がその後復職したと

聞いた記憶がある。」と陳述しており、また、連絡先が判明した同時の従業員

４人のうち３人が労働条件について紛争が生じたことを記憶しており、そのう

ち１人が、「申立人は一度退職し、その後復職した。」と陳述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、昭和 41年３月 10日に、事業主及びその妻を除き、厚生年金保険被保険

者であった従業員全員（15 人）が被保険者資格を喪失しており、その後、こ

れら被保険者資格を喪失した従業員のうち、申立人ほか１人の作業員が喪失日

から１か月後の同年４月 12 日に、事務員等４人が喪失日と同一日の同年３月

10日に、それぞれ被保険者資格を再取得していることが確認できることから、

事業主は、申立期間当時、労使間において労働条件について紛争が生じたこと

により、事業主及びその妻以外の従業員全員の被保険者資格の喪失手続を行い、

その後、復職した作業員及び勤務を継続していた事務員等について、各人の勤

務実態に応じて被保険者資格の再取得手続を行ったものと考えられる。 



このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3859 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から 26年３月 10日まで 

私は、Ａ県で生まれ、17 歳のときに、県のＥ資格試験に合格し、昭和 22

年４月に県内でＦ事業を行っていたＢ社に就職した。同社は、24 年４月に

Ｃ社に名称変更された。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社及びＣ社に勤務した期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。 

申立期間当時の業務内容は、毎日Ｇ業務従事者を巡回し、指導を行うこと

であった。入社時の給与は、月額 1,000 円で、健康保険料 80 円、厚生年金

保険料 120円を控除され、手取りで 800円であったと記憶している。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 22年４月１日にＧ業務指導員としてＢ社Ｄ工場に入社し、 

同社が 24 年４月にＣ社に変更されたのちも 27 年 11 月まで継続して勤務した

と申し立てている。 

   しかし、申立人の厚生年金保険加入記録が有るＣ社は、社会保険庁の記録に

おいて、Ｂ社の後継事業所ではないことが確認できる。 

   また、申立期間当時にＧ業務指導員として申立人と共に勤務していたと申立

人が記憶する同僚８人のうち、連絡の取れた２人は、申立人と申立期間当時に

Ｃ社において一緒に勤務していたと陳述しているものの、Ｂ社で勤務したこと

は無いと陳述している。 

   さらに、Ｃ社に係る社会保険事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、上述の同僚２人を含む６人の同僚は、同社での厚生年金保険加入記録

が見当たらず、残る２人の同僚は、申立人と同一日の昭和 26 年３月 11 日に、



同社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   これらの状況から、申立人は、申立期間当時、Ｃ社に勤務していたが、同社

が申立人を含むＧ業務指導員を厚生年金保険に加入させたのは昭和 26 年３月

11日であったと考えるのが自然である。 

   このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3860 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 12月 26日から 35 年 10月３日まで 

    私は、昭和 33 年４月にＡ社に入社したが、同年 12 月 26 日に同社Ｂ営業

所に転勤になり、Ｃ業務に従事する仕事を担当していた。同営業所では 35

年 10 月２日まで勤務したが、同営業所へ転勤以降の勤務期間に係る厚生年

金保険の記録がすべて無いのは納得がいかない。当時の同僚等の連絡先及び、

勤務していたことを確認できる資料は何も無いが、勤務していたのは間違い

ないので加入記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた同僚は、申立期間当時、Ａ社Ｂ営業所に勤務していた

と陳述していることから、申立人は申立てどおり同営業所で勤務していたもの

と考えられる。 

しかしながら、Ａ社提出の昭和 34 年８月１日現在の被保険者標準報酬決定

通知書には申立人の記録が無く、社会保険庁の記録においても同年 10 月及び

35年 10月の定時決定の記載が無いことから、同社では申立人を当該期間にお

いて厚生年金保険対象者として取り扱っていなかったことが考えられる。さら

に、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者名簿には申立人が健康

保険被保険者証を返却した記録が確認できるほか、同名簿の記録に不自然な点

もうかがえない。 

加えて、事業主及び複数の同僚から、申立期間における申立人の保険料控除

等についての陳述を得ることができなかったほか、各種の別読みによる氏名検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保験者記録は確認できなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3861 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年６月下旬から同年 10月 30日まで 

             ② 昭和 24年１月中旬から同年３月１日まで 

    私は、昭和 23 年６月下旬から同年 11 月 20 日までＡ社で、Ｂ業務従事者

として勤務した。社会保険庁の記録では厚生年金保険の資格取得日が同年

10月 30日となっており、申立期間①が未加入期間とされている。 

また、昭和 24 年１月中旬から同年４月末日までＢ社に勤務したが、社会

保険庁の記録では資格取得日が同年３月１日となっており、申立期間②が未

加入期間とされている。 

いずれの期間も勤務していたことに間違いないので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の同僚の陳述から、申立人が同社において勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る被保険者名簿をみると、申立人と同時期に同社に

入社したと陳述している同僚及び申立人が同社に入社した時点では既に在籍

していたと申し立てている同僚についても、厚生年金保険の資格取得日は申立

人と同じ昭和 23年 10月 30日となっていることが確認できる。 

また、上記同僚のうちの 1人は、Ａ社で厚生年金保険に加入するまでの期間

は、保険料を源泉控除されていなかったと陳述している。 

これらのことから、Ａ社では入社後一定期間を経過した後に厚生年金保険に

加入させる取扱いを行っていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



申立期間②について、申立人は昭和 24 年１月中旬にＢ社に入社したと申し

立てているところ、同社は 37年 12月に厚生年金保険の適用事業所では無くな

っている上に、事業主も既に亡くなっているため、申立人の同社での在職を確

認することはできなかった。 

また、申立人は同僚の氏名を記憶していないため、Ｂ社に係る厚生年金保険

被保険者名簿から、当時の上司及び同僚を抽出し調査したが、申立人の入社日

など、申立人の勤務実態及び周辺事情を確認することはできなかった。 

さらに、回答が得られた複数の同僚は、いずれもＢ社では入社と同時に厚生

年金保険に加入させてはいなかったと陳述しており、これら同僚に係る厚生年

金保険の資格取得日をみると、それぞれが主張する入社日の１か月後又は１年

後となっている。 

これらのことから、Ｂ社ではすべての従業員を厚生年金保険に入社と同時に

加入させていた訳では無かったことがうかがわれ、申立人についても入社約２

か月後の昭和 24 年３月１日に厚生年金保険の資格取得手続が行われたものと

考えられる。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 43年９月 22日から 46 年９月 20日まで 

私は申立期間にＡ社に所属し、同社からＢ市Ｃ区のＤ社に派遣され、その

後、Ａ社に戻りＥ業務に従事した。申立期間より前に病気になり保険の大切

さを知っているので、健康保険証が無い会社に勤めることは考えられない。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が名前を挙げたＡ社の同僚の陳述から、申立人が同社において勤務し

ていたことは推認できる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、社会保

険事務所の記録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人が同僚としてあげた２人も、Ａ社での被保険者記録は無い上、

申立人を含むこれら３人の記録に共通する事業所もみられない。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の別読みによる検索を

行っても申立期間に係る記録は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間において派遣されていたとするＤ社は、「当時の

勤務実態、社会保険等について確認できる資料は見当たらず、申立人の在籍

は不明。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 27年４月から 34年 7月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間にＡ社Ｃ業務に従事していたにもかかわらず、被保険者記録無しとの回

答をもらった。申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことに納得がいか

ないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＡ社での在職については、同社本社の所在地が申

立人の陳述と符合しているものの、同社は、「当時からのＣ業務を行う同社直

轄のＤ部門は、存在していなかった。」と回答しているほか、昭和 27年４月に

同社に入社している者に照会を行ったが、申立人が申立期間に同社に勤務して

いることを記憶している者がいないため、申立人の同社での勤務実態等を明ら

かとする周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

また、申立人は「厚生年金保険料を控除されていたか否かについては不明で

ある。」と回答しているほか、Ａ社は、「申立人に係る厚生年金保険の資格の取

得及び喪失の手続、保険料控除、雇用形態及び在籍期間等については記録が無

いため不明である。」と回答している。 

さらに、申立人の氏名の読み方を変えて検索を行ったが、申立人の申立期間

における被保険者記録は見当たらず、類似名称の事業所における事業所別被保

険者名簿についても検索を行ったが、申立人に該当する記録は確認できなかっ

た。  

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことをうかがわせる周辺事情等も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月 21日から７年 12月 21 日まで 

社会保険事務所にて私の年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間 

のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、申立期

間を含め平成８年 10月 20日まで勤務したので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間にＡ社で勤務していたことは、雇用保険の記録及び事業

主の陳述により認められる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、「申立期間について申立人の雇用形態を臨

時雇用扱いとし、厚生年金保険に加入させておらず、申立人の給与から厚生年

金保険料を控除していなかった。」と陳述しており、同僚からもこれと符合す

る陳述が得られた。 

また、各種氏名検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は

見当たらないほか、Ａ社に係る被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番は無く、

同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び

周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成８年６月から 12年６月１日まで 

    私は、平成８年６月よりＡ社にパート社員として入社し、同社に継続して

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社からの給与支給明細書により、申立人は申立期間も同社に

継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、当該給与支給明細書を見ると、申立期間の厚生年金保険料について

は給与から控除されていないことが確認できる。 

一方、管轄社会保険事務所によると、Ａ社については、平成 14 年５月末ご

ろに被保険者資格の確認調査を行い、その結果、20 名の加入漏れが判明した

ため、これらの者について保険料徴収の時効が到来していない２年前に遡及
そきゅう

し

て厚生年金保険に加入させる措置を講じさせていると説明しており、当該措置

により遡及
そきゅう

加入した同僚からは、「この 20名の中には申立人も含まれており、

２年以上前の期間については遡及
そきゅう

加入していないので、その期間については厚

生年金保険に加入していないことは申立人自身も承知していたはずである。」

と陳述している。 

さらに、申立人は申立期間中には国民健康保険に加入していたと陳述してい

ることから、申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険料を控除

されていたとは考え難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3866 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

       

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 23年８月１日から 25年２月１日まで 

私は、昭和 22年 10月 15日にＡ社に入社し、38年６月に退社するまで継続

して同社に勤務したが、社会保険事務所の記録では、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。 

一度も途中で退職したことは無いので、申立期間について、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から判断して、申立人が申立期間においてＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、同社の厚生年金保険被保険者 44人のうち 31人が申立期間前後において厚

生年金保険被保険者の資格を喪失し、そのうち 13 人が、申立人と同一日の昭和

23年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる。 

また、当該 31人のうち、申立人を含む７人が、昭和 24年９月から 27 年 10月

までの間に、Ａ社において再度被保険者資格を取得していることから、同社にお

いては、申立期間当時、何らかの理由により、申立人を含む大部分の従業員につ

いて、被保険者資格をいったん喪失させたものと考えられる。 

さらに、Ａ社は平成８年には厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、事

業主は既に死亡している上、当時の社会保険事務担当者も所在が不明であるため、

これらの者から同社における申立人の申立期間に係る保険料控除について確認

することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 44年２月１日から 46年４月１日まで 

   ② 昭和 47年４月１日から 48年４月２日まで 

    私は、昭和 44 年２月１日にＡ社に就職して、同社が倒産するまで勤務し

ていた。 

    しかし、社会保険事務所では、昭和 46年４月１日から 47年４月１日まで

の厚生年金保険加入記録しか無いので、申立期間①及び②について、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、同僚の陳述から判断して、期間は特定できないもの

の、申立人が申立期間①の一部においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 46 年４月１日であり、申立期間①においては適用事業所ではな

い。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、事業

主も所在が不明で、申立人は同僚の名前を記憶していないため、これらの者

から申立期間①当時の申立人の勤務実態及び保険料控除の状況は確認できな

い。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において申立人と同様、昭和 46年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取

得している従業員に照会しても、申立期間①の保険料控除をうかがわせる事

情は見当たらない。 

   申立期間②については、申立人は、Ａ社が倒産するまで同社で勤務したと申

し立てている。 



   しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 47 年４月１日に厚生年

金保険の適用事業所では無くなっており、申立期間②においては適用事業所で

はない。 

   また、Ａ社が適用事業所では無くなった日に、同社において被保険者資格を

喪失した者は申立人のほかに５人いるが、そのうち２人は、「Ａ社が倒産した

ので次の会社に転職した。」と陳述しているところ、それぞれ、昭和 47年５月

26 日又は同年６月１日に別の会社で被保険者資格を取得していることが確認

できることから、同社は、遅くとも同年５月には倒産していたとみられ、した

がって、申立人は、申立期間②のほとんどにおいて同社で勤務していなかった

と考えられる。 

   このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ①  昭和 25年 10月から 26 年３月１日まで 

              ②  昭和 34年 11月 26日から 35 年 10月まで 

              ③  昭和 35年 11月から 36 年 11月１日まで 

              ④ 昭和 37年６月１日から 38年４月まで 

              ⑤ 昭和 48年 10月から同年 11 月 12日まで 

              ⑥ 昭和 50年２月 21日から同年７月まで 

              ⑦ 昭和 55年８月 11日から同年 12月まで 

              ⑧ 平成元年５月から同年８月１日まで 

              ⑨ 平成元年 10月 21日から２年８月まで 

私は、昭和 25 年 10 月から 35年 10 月までＡ社（現在は、Ｂ社。）で勤務

したのに、社会保険事務所には、26 年３月から 34 年 10 月までの厚生年金

保険加入記録しかなく、前後の勤務期間の記録が無い。（申立期間①及び②） 

    また、昭和 35 年 11 月から 38 年４月まではＣ社で勤務したが、社会保険

事務所には、36 年 11 月から 37 年５月までの厚生年金保険加入記録しかな

く、やはり前後の勤務期間の記録が無い。（申立期間③及び④） 

さらに、昭和 48 年 10 月から 50 年７月まではＤ社で勤務したが、社会保

険事務所には、48 年 11 月から 50 年１月までの厚生年金保険加入記録しか

なく、同社でも前後の勤務期間の記録が無い。（申立期間⑤及び⑥） 

    加えて、昭和 53 年 10 月から 55 年 12 月まではＥ社（現在は、Ｆ社。）に

勤務したが、社会保険事務所には、同年７月までの厚生年金保険加入記録し

かなく、退職するまでの４か月の記録が無い。（申立期間⑦） 

    また、Ｇ社には、平成元年５月から２年８月まで勤務したのに、社会保険

事務所には、元年８月から同年９月までの厚生年金保険加入記録しかなく、

前後の勤務期間の記録が無い。（申立期間⑧及び⑨） 



    いずれの期間についても、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 25年 10月にＡ社に入社し、厚生年

金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の人事記録等は保管しておらず、当時の事業

主も死亡しているため、申立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除は

確認できない。 

また、申立人が先輩であるとする同僚は、申立人と同一日に厚生年金保険被

保険者資格を取得しており、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿で把握できる当時の複数の従業員も、入社後１年から３年して

から被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立期間当時、

同社では、入社後すぐには厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたこと

がうかがわれる。 

さらに、申立期間当時の経理担当者は、「厚生年金保険に加入させていない

従業員から保険料を控除することはしていない。」と陳述している。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間の健康保険整理番号に欠番は無い。 

申立期間②については、申立人は、昭和 34 年 11月 26日から 35年 10月ま 

で、引き続きＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

   しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に 

おいて昭和 35年３月 26日に被保険者資格を喪失している従業員２人は、「申 

立人は、自分より半年から１年前に退職した。」と陳述しており、申立人の申

立期間における同社での勤務は確認できない。 

また、Ａ社は、昭和 35 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所では無くな

っており、同日より後の申立期間は適用事業所ではない。 

   さらに、Ｂ社は、申立期間当時の賃金台帳等は保管しておらず、当時の事業 

主も死亡しているため、申立期間における申立人の保険料控除は確認できない。 

   加えて、申立人は、申立期間のうち、６か月ぐらいは給与が未払いであった 

としており、また、Ａ社を退職後は雇用保険の失業給付を受給していたとも陳 

述している。 

   申立期間③及び④については、申立人は、昭和 35 年 11 月から 38 年４月ま

でＣ社で勤務したのに、社会保険事務所では、36 年 11 月から 37 年５月まで

の厚生年金保険加入記録しかなく、前後の勤務期間の加入記録が無いと申し立

てている。 

   しかし、Ｃ社は、昭和 59年に廃業しており、元事業主及びその他の役員の 

所在も不明であることから、これらの者から申立人の申立期間における勤務の 



実態及び厚生年金保険料の控除が確認できない。 

また、申立人は同僚の名前を覚えておらず、社会保険事務所のＣ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録の有る従

業員で連絡先が判明した唯一の者は申立人を記憶していないことから、申立期

間における申立人の在職が確認できない。 

さらに、当該従業員は、Ｃ社において、入社後、一定期間は厚生年金保険に

加入していないが、その期間の保険料が給与から控除されていたかどうかは覚

えておらず、不明である。 

加えて、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間に健康保険整理番号の欠番は無い。 

申立期間⑤及び⑥については、申立人は、昭和 48 年 10 月から 50 年７月ま

でＤ社で勤務したのに、社会保険事務所では、48 年 11 月から 50 年２月まで

の厚生年金保険加入記録しかなく、前後の勤務期間の加入記録が無いと申し立

てている。 

しかし、Ｄ社の事業主は申立人を記憶しているものの、申立期間当時の人事

記録及び賃金台帳は廃棄されており、申立人の申立期間における勤務の実態及

び厚生年金保険料の控除が確認できない上、事業主及び当時の経理担当者は、

「厚生年金保険に加入していない従業員の給与から保険料を控除することは

していない。」と陳述している。 

また、申立人はＤ社に係る同僚の名前を覚えておらず、社会保険事務所の同

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記

録の有る従業員で回答を得ることができた４人のうち、申立人を記憶していた

１人も、申立人の在職時期及び期間までは覚えておらず、申立期間における申

立人の在職が確認できない。 

さらに、申立人のＤ社における雇用保険の加入記録は、厚生年金保険の加入

記録と一致している。 

加えて、申立期間⑤において、申立人は国民年金に加入し国民年金保険料を

納付しており、また、申立期間⑥については、社会保険事務所のＤ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿に、健康保険証の「回収不能届添付」と記録

されていることが確認できる。 

申立期間⑦については、申立人は、昭和 53年 10月からＥ社で勤務していた

と申し立てている。 

しかし、Ｅ社の保管する賃金台帳を見ると、申立人の給与は、昭和 55 年５

月以降は支給されておらず、同年５月から同年８月までは「休業補償へ」と記

載されるとともに、給与総支給額の欄には、社会保険料の従業員負担分相当額

が「立替」として記載されており、社会保険事務所の厚生年金保険加入記録と

一致するが（Ｅ社は、厚生年金保険料を翌月控除していたとしている。）、同年

９月以降については、給与の支給も社会保険料の従業員負担分相当額の立替も



記録されていないことから、申立期間については、申立人の厚生年金保険料は

控除されていないと考えるのが相当である。 

また、申立期間当時にＥ社から社会保険事務を受託していた社会保険労務士

事務所は、保管する業務台帳の記録から、申立人の厚生年金保険被保険者の資

格の喪失は、昭和 55年８月 11日付けで届けているとしている。 

さらに、申立人のＥ社 における雇用保険の加入記録は、厚生年金保険の加

入記録に一致している。 

申立期間⑧については、雇用保険の記録から、申立人が、申立期間もＧ社に

勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｇ社の事業主は、「申立人はアルバイトであり、入社から６か月ほ

どは厚生年金保険に加入させていなかった。また、その期間、給与から保険料

は控除していない。」と陳述している。 

また、申立人の記憶している同僚に照会したが回答は得られず、社会保険事

務所のＧ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被

保険者記録の有る従業員で連絡先が判明した者（事業主夫婦を除く。）からも

照会に対する回答は得られなかった。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料について、給与から控除

されていたかどうかは分からないと陳述している。 

申立期間⑨については、申立人は、平成元年 10 月 21 日から２年８月まで、

引き続きＧ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｇ社の事業主は、「申立人のことはよく覚えているが、申立人は平

成元年 10月ごろに退職した。」と陳述している。 

また、申立人が記憶している同僚に勤務状況等を照会したが回答を得られず、

社会保険事務所のＧ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立期間に被保険者記録の有る従業員で連絡先が判明した者２人（事業主夫婦を

除く。）は、「申立人は、私の入社から１か月以内に退職した。」（平成元年 10

月 21日に資格を取得した者。）、「申立人のことは全く覚えていない。」（平成２

年７月２日に資格を取得した者。）と、それぞれ陳述しており、これらのこと

から、申立人は、申立期間にＧ社に勤務していなかったものと考えられる。 

このほか、いずれの申立期間においても、申立人の厚生年金保険料の控除を

示す関連資料は無く、保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 49年３月まで 

私は、昭和 48年４月から 49年３月までの間、Ａ校で勤務したが、社会保

険事務所の記録では、同校に勤務した期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

１年在籍すれば、厚生年金保険に加入していたと思うので、申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ教育委員会及びＡ校が保管する昭和 48 年度学校要覧から、申立人が申立

期間にＡ校で勤務したことは認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ校が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 57年４月７日であり、申立期間は、適用事業所では無い。 

また、Ｂ教育委員会は、「講師等の臨時的任用教職員については、『臨時的任

用教職員等の健康保険、厚生年金保険の適用について』（昭和 57年※月※日付

けＢ教育長通知）により、昭和 57 年度から厚生年金保険に加入させる取扱い

を開始しており、これよりも前に厚生年金保険料を控除することはしていな

い。」としている。 

さらに、昭和 48 年度学校要覧において、申立人と同様にＡ校で勤務してい

たとされている同僚２人は連絡先が不明であり、これらの者から申立期間当時

の厚生年金保険料の控除を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主よ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から 46年２月１日まで 

    昭和 43年４月から 50年 12月までの期間は、厚生年金保険と国民年金の

重複する期間として、この期間の国民年金保険料の還付を受けた。 

しかし、現在の社会保険事務所の記録では、この期間は厚生年金保険に未

加入とされており納得がいかない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたとするＡ社の設立は、昭和 43年４月 19日であること

が商業登記簿謄本から確認できる上、申立人は同社の代表者であることから、

申立人が会社設立時から同社に在籍していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、申立人が被保険者の資格を取得した昭和 46 年２月１日であり、申

立期間は適用事業所となっていない。 

また、申立人は、Ａ社の代表者であったものの、申立期間に係る厚生年金保

険料が給与から控除されていたことについての明確な記憶が無く、また、同社

は既に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、当時の役員及び経理担

当者の連絡先も不明であることから、これらの者から申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除に係る事実を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月 21日から 57 年３月 10日まで 

    私は、昭和 56 年４月 21 日から平成元年３月 20 日までの期間、Ａ社に勤

務していたが、厚生年金保険の資格取得日が 57年３月 10日からになってい

る。同社より前の勤務先であるＢ社を退職する前から、両社に並行して勤務

していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間であったこと

を認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間中の在職については、申立期間当時の同社

の従業員の一人が申立人を記憶していることから推定できる。 

しかし、申立人のＡ社における雇用保険の記録は、社会保険庁の厚生年金

保険加入記録と一致している。 

また、申立人を記憶している上記の同僚の厚生年金保険加入記録をみると、

入社日から１年９か月後に資格を取得していることが確認でき、Ａ社が従業

員を新規採用と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかが

える。このことは当該同僚が「入社後、社会保険の加入を頼んだが、手続を

取ってもらえず、強く働きかけた結果、ようやく加入手続が取られた。」と

陳述していることからも裏付けられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年２月１日から 34年 10月まで 

    Ａ社に勤務していたところ、重役からＢ社に異動するよう言われた。Ｂ

社設立時に同僚２人と共に移り、以後退職まで継続勤務した。厚生年金保

険の加入記録が無いことに納得がいかないので、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の指示により、昭和 29 年６月９日に設立されたＢ社へ異

動し、同社で継続勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立期間当時、Ｂ社に勤務していた社会保険関係業務担当者及び

複数の同僚に対し照会を行ったが、申立人のことを記憶している者はおらず、

申立人の勤務実態を確認できなかった。 

また、Ｂ社に係る被保険者名簿をみると、健康保険整理番号に欠番は無く、

申立人の記録が失われたとは考え難い。 

   なお、申立人が記憶していた３人の同僚のうち、昭和 30 年７月１日にＢ

社で資格を取得している２人の同僚は既に亡くなっていることから申立期

間当時の状況を聴取することはできず、残る１人については、申立期間当時、

Ａ社に勤務し、Ｂ社には異動していないことが両社の被保険者名簿から確認

でき、申立人の陳述と符合しない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から保険料が控除

されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 12月から 42年３月８日まで 

           ② 昭和 43年５月 29日から 45 年 12 月 30日まで  

           ③ 昭和 45年 12月 30日から 46年５月１日まで 

           ④ 昭和 46年５月１日から 47年 11月１日まで 

           ⑤ 昭和 63年６月１日から２年８月１日まで  

私は、申立期間①及び②については、継続してＡ社の下請会社であるＢ

社に勤務していた。同社は厚生年金保険に加入していなかったが、保険料は

控除されていたため、親会社であるＡ社が社会保険事務所に納めていたと思

う。 

申立期間③については、Ａ社が倒産後も同社の仕事を請け負っていたた

め、報酬から保険料が控除されていたはずである。若しくはＣ社で保険料が

控除されていた記憶がある。 

申立期間④については、Ａ社が倒産後、残った従業員でＣ社を立ち上げ

た。私は立ち上げ当初から同社に在籍しており、保険料が控除されていたよ

うに記憶している。 

申立期間⑤については、Ｃ社が倒産する１年ほど前までは在籍していた

が、同社を退職後、自身で事業を始めるまでの期間も同社の仕事を請け負っ

ており、同社から支払われた報酬から保険料が控除されていたように記憶し

ている。  

全期間とも保険料が控除されていたことに間違いはないので、当該期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、当時、厚生年金保険未適用事業所で



あったＢ社に勤務していたが、同社の親会社で厚生年金保険適用事業所であ

った Ａ社の被保険者として厚生年金保険に加入しており、事業主より給与か

ら保険料を控除されていたはずであると申し立てている。 

しかし、申立人は、申立期間①のうち、昭和 41 年４月から 42 年２月まで

の期間の国民年金保険料を同年４月１日に納付していることが社会保険事務

所の特殊台帳から確認でき、申立人は厚生年金保険の資格取得時期が同年３

月であることについて認識していたものと考えられる。 

また、Ａ社の同僚は、｢当時のＡ社の下請会社に在籍していた友人が厚生年

金保険に加入していなかったと言っていたので、下請会社の社員は厚生年金

保険に加入していなかったと思われる。｣と陳述している。 

申立期間②については、申立人はＡ社が適用事業所に該当しなくなった昭

和 45 年 12 月 30 日まで同社の厚生年金保険被保険者であったとしているが、

同日まで資格が残っているのは主にＡ社の社員であり、下請会社の社員は同

日にかけて順次、被保険者資格が喪失されている事情がうかがえることが、

同日まで被保険者記録のあった同僚の陳述により推定できる。 

また、Ａ社から申立人に係る厚生年金保険の資格の喪失の届出が無いにも

関わらず、社会保険事務所が申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

手続をとったものとは考えられない。 

申立期間③について、申立人は、Ａ社が倒産した後、Ｃ社を設立するまで

の期間もどちらかの会社により保険料を控除されていたと陳述しているとこ

ろ、同僚は｢Ａが倒産してからＣ社を立ち上げるまでの期間については、皆が

それぞれ個人で仕事をしており、会社には雇われていなかった。｣と陳述して

おり、Ａ社が適用事業所では無くなってからＢ社が新規適用の事業所となる

までの期間において、厚生年金保険料が控除されることは考えられない。 

申立期間④について、申立人はＢ社の設立当初（昭和 46年５月）から同社

に勤務しており、申立期間④当時も事業主により給与から保険料を控除され

ていたと申し立てている。しかしＣ社の設立時に、資格取得している複数の

同僚は、｢Ｃ社を立ち上げた時の人数は、20 人はいた。｣と陳述しているとこ

ろ、同社の設立日における厚生年金保険被保険者は６名であることが同社に

係る被保険者名簿から確認でき、従業員全員を社会保険に加入させていなか

った事情がうかがえる。 

申立期間⑤について、申立人は、同社を退職後、Ｃ社の仕事を請け負って

いたと申し立てており、当該期間において同社との雇用関係が存在しないこ

とから、引き続きＣ社から仕事を請け負い、報酬が支払われているとしても、

同社において厚生年金保険料の控除があったものとは考えられない。 

また、申立期間⑤のうち、平成元年 10 月 16 日から２年８月１日までの期

間については、Ｃ社は、厚生年金保険の適用事業所では無い上、当時の事業

主から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除についての陳述を得



ることができず、当該事業主の子は、申立人の保険料控除について「分らな

い。」としている。 

さらに、当該期間については、申立人に国民年金の納付記録があることが

確認でき、申立人又は申立人の妻は、当時、Ｃ社の厚生年金保険資格の喪失

が昭和 63年６月であると認識していたものと考えられる。 

加えて、申立人の申立期間⑤に係る雇用保険の記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①から⑤までにおいて事業主より給与から厚

生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間①から⑤までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月 17日から 39年１月 21日まで 

    厚生年金保険加入期間について、Ｂ社会保険事務所に照会申出書を提出し

たところ、Ａ社に勤務していた期間について脱退手当金支給済みとの回答を

受けた。 

    昭和 39 年１月末に結婚のため退職し、退職金はすぐにもらったが脱退手

当金はもらっていない。同年４月７日ぐらいにもらっているなら結婚式の直

前だから絶対に忘れない。 

    脱退手当金は受け取っていないので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は 

無く、受給していないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 39 年４月７日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載されてい

るページを含む前後 14 ページに記載されている女性のうち、申立人と同一時

期(おおむね１年以内)に受給要件を満たし資格を喪失した者 18 人について、

脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 17 人に支給記録が確

認でき、うち 16 人が資格喪失日から約５か月以内に支給決定がなされている

上、支給決定日が同一日となっている受給者が複数散見されることから、申立

人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高

いものと考えられる。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記載されており、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3875  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 13年生 

住        所  ：                  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 33年４月２日から 41年 12月 15日まで 

Ｂ社会保険事務所で年金記録を調べてもらったところ、Ａ社に勤務して 

いた期間について、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。当時、脱退手当

金は退職金に上乗せして支払われるのが通常だと聞いた。退職後２年近くた

って支払われたことは信じられない。脱退手当金はもらっていないので調べ

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に勤務していた期間に係る脱退手当金を受給していないとし

ている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険資格の喪失

日から約１年 11 か月後の昭和 43 年 11 月７日に支給決定されているが、脱退

手当金裁定請求書を見ると、提出年月日が記載されていないことから、当該裁

定請求書が実際には相当以前に社会保険事務所に提出されていた可能性を否

定できない。 

また、同請求書の事務所名及び事務所の所在地欄には、Ａ社のゴム印が押さ

れている上、裁定庁である社会保険事務所の受付印があることから、同社が代

理請求を行ったものと推定できる。 

さらに、脱退手当金計算書を見ると、申立人の住所地に近接する金融機関が

脱退手当金の払渡店に指定されていることが確認できる。 

加えて、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤り

は無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当



金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年 11月から 28年７月まで 

   私の夫が遺した履歴書には、昭和 26年 11 月から 28年７月までＡ社に勤

務したと記載してあるのに、社会保険事務所の記録には、当該期間の厚生年

金保険被保険者記録が無い。 

   申立期間について、夫が厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め 

    て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとされるＡ社については、社会

保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、

同社が所在していたとする地域を管轄する法務局において、商業登記に係る記

録は確認できなかった。 

 また、申立人の妻は、Ａ社における申立人の上司及び同僚を承知しておらず、

これらの者から、同社における申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

 さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除に  

ついては、申立期間が結婚前であることから、申立人の妻はこれを承知し  

ておらず、また、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申  

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 11月から 40 年２月 21日まで 

             ② 昭和 41年４月から同年８月まで 

    私は、申立期間①の期間はＡ社に勤務し、Ｃ業務に従事していた。その後、

申立期間②の期間は、Ｂ社に勤務し、Ｄ業務に従事をしていた。両社とも健

康保険証をもらっていたのにこれらの期間が厚生年金保険の未加入期間と

されており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人はＡ社においてＣ業務に従事をしていたと

申し立てているところ、同社の元事業主の妻及び同僚の陳述並びに申立人が

後年勤務したＢ社提出の申立人の履歴書に昭和 39 年から 40 年まで同社に勤

務と記載があることから、在職期間は明確に特定できないものの、同社に勤

務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は

無く、また、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

また、申立人が名前を挙げた上司は既に亡くなっているため、保険料控除

の事実について陳述を得ることはできなかった。 

このほか、当委員会において、直接意見の陳述を受けたが、申立人が申立

期間①において、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②については、Ｂ社に勤務しＤ業務に従事をしていたと申し立て

ているところ、同社に申立人の履歴書が保管されていたことから、在職期間

は特定できないものの、同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｂ社は、「履歴書はあったが、社会保険に加入した書類、労働者



名簿等が見当たらないため、保険料控除及び勤務の実態について分からな

い。」と回答している。 

また、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番

は無く、また、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

さらに、申立人のＢ社に係る雇用保険の被保険者記録は無い。 

 このほか、当委員会において、直接意見の陳述を受けたが、申立人が申立

期間②において、事業主により厚生年金保険料を控除されていたことをうか

がわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3878 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 39年５月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社。）がＣ市に工場を新設した際、私を含めた地元の５

人が一緒に採用された。日付ははっきりしないが、昭和 38 年 11 月から 39

年５月までの期間のうち３か月間を同社で勤務した。その間の厚生年金保険

の加入記録が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社で勤務したとしているが、複数の同僚の陳述

及び申立人が一緒に採用されたとする地元の同僚の加入記録により、申立人が

勤務していたのは、同社の子会社であるＤ社であることが確認できる。 

しかし、Ｄ社の元課長は、「工場の新設に際して、パート及びアルバイトな

どの正社員以外の従業員を大量採用したが、すべての人を健康保険及び厚生年

金保険に加入させたわけではない。」としている。 

また、社会保険事務所の保管するＤ社の厚生年金保険被保険者名簿には、申

立人の厚生年金保険の加入記録は無く、当該名簿における健康保険の整理番号

にも欠番は無い。申し立てているＡ社に係る同被保険者名簿についても確認し

たが、申立人の記載は無く、健康保険の整理にも欠番は無い。 

さらに、Ｄ社及びＡ社の後継会社であるＢ社の人事労務担当者は、「申立期

間当時の人事記録及び厚生年金保険料の控除が確認できる資料は残っておら

ず、申立人の給与から保険料控除を行ったのかどうかについては不明である。」

としている。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男     

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年６月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社。）に昭和 46年４月から 61年 11月まで勤務していた

が、厚生年金保険の資格取得日が 47年７月１日とされており納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見 

ると、申立人の資格取得日は昭和 47 年７月１日とされており、雇用保険の資

格取得日と同一日であることが確認できることから、事業主は、記録どおり、

雇用保険の加入手続と併せて厚生年金保険の加入手続を行ったと考えられる。 

また、申立期間における上記名簿の健康保険の整理番号に欠番は無く、記録

に不自然な点も見当たらない。 

さらに、申立期間当時の経理担当者は既に亡くなっている上、申立人が同時

期にＡ社に入社したとしている同僚は、「申立人とは一緒に入社したわけでは

ないので、申立人の入社時期は分からない。」と陳述しており、Ａ社において

申立人の勤務状態及び保険料控除について同僚から確認することはできなか

った。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 30年８月から 35年 10 月まで 

私は、中学を卒業した昭和 27 年４月からＡ社Ｂ支社の下請けをしていた

Ｃ社Ｄ出張所のＦ所で勤務し、18 歳になった年の８月からはＥ所で勤務し

た。Ｆ所では危険は無く、保険に入る必要は無かったが、Ｅ所は危険な作業

が多く当然健康保険と厚生年金保険には入っていたと思うのに、申立期間が

厚生年金保険の被保険者期間とされていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が同僚としている者については社会保険事務所が保管するＣ社Ｄ出

張所に係る厚生年金保険被保険者名簿で氏名が確認できることから、勤務形態

及び勤務期間は特定できないものの、申立人が当該事業所に勤務していたこと

が推認できる。 

しかし、上記被保険者名簿では、申立人が記憶している同年代で同じＥ所の

仕事をしていた同僚５人及び当該事業所の事務員２人の名前は、申立人と同様

に、いずれも確認できず、また、当該被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番

は無く、記録に不自然な点も見当たらない。 

加えて、Ｃ社は、「社員名簿、人事台帳及び給与台帳ともに、法令で定める

保存年限である７年を経過したものは、随時処分していることから、在籍の確

認ができない。」としており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年９月から 53年４月ごろまで 

             ② 昭和 53年９月から 54年３月ごろまで 

             ③ 昭和 57年９月から 58年３月ごろまで 

    私は、申立期間①当時、Ａ社に勤務し、Ｂ地方でＥ業務に従事する仕事を

していた。また、申立期間②当時、Ｃ社に勤務し、Ｆ業務に従事していた。

さらに、申立期間③当時、Ｄ社に勤務し、Ｇ業務に従事していた。 

これらの期間が厚生年金保険の未加入期間とされており納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、当時の上司の陳述から、期間は特定できないもの

の、申立人はＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、当該上司は、「当時、私はＢ地方の責任者をしていたが、社員は

新聞広告等で募集し同地方でも 40 人から 50 人を採用していた。この中に申

立人がいたことを記憶しているが、これら社員はいずれも臨時社員であって、

報酬は完全な歩合給であったので、厚生年金保険には加入していない。Ｅ業

務部門で正社員は責任者のみであった。」と陳述している。また、申立人も

当時報酬の 90パーセント以上は歩合給であったと陳述している。 

さらに、Ａ社は申立期間①のうち、昭和 53年２月 21日以降は適用事業所で

は無くなっている。また、このため申立期間当時の資料は無い上、事業主の所

在は不明であることから、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の加入状況につ

いて事業主の陳述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主より給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②については、申立期間の一部の期間については、Ｃ社における



雇用保険の加入記録があることから、期間は特定できないものの同社に勤務

したことが確認できる。 

しかし、Ｃ社の社長及び会計責任者は、「当時、Ｂ地方では公共工事が活

発に行われており、当社も何か所もの工事現場を持ち、臨時でＦ業務従事者

を多数雇用していた。当社では現場作業員の中でも技能者は正社員として厚

生年金保険に加入していたが、Ｆ業務従事者は臨時社員として採用し、厚生

年金保険には加入させていなかった。」と陳述している。 

また、当該事業所における申立人の雇用保険加入記録をみると、申立人は

季節的に雇用される者として記録されていることから、厚生年金保険の被保

険者とならない取扱いがされていた可能性がうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主より給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

 申立期間③については、複数の同僚の陳述から判断すると、期間は特定で

きないものの、申立人がＤ社に勤務したことが推認できる。 

しかし、Ｄ社に係る被保険者名簿を確認すると、新規適用日（昭和 56年９

月１日）以降の申立期間中に資格を取得しているものは 11人みられるが、申

立人の該当する記録は無く、当該名簿の健康保険の整理番号に欠落も無い。 

さらに、Ｄ社に係る被保険者名簿から 10人を抽出し照会したが、当時の事

情を明らかとする陳述は得られなかったほか、当時の幹部は、「申立人は入社

時 60歳前で、アルバイト又は臨時社員として採用しており、正社員で無かっ

たので、厚生年金保険には加入していない。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間③において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年１月 17日から同年９月１日まで 

                      ② 昭和 42年９月１日から 43年 12月１日まで 

私は、昭和 41 年１月 17 日から同年８月 31 日までＡ社のＢ店で販売員

をしており、42 年９月１日から 43 年 11 月 30 日まではＣ社でＤ業務に従

事をしていた。申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いのが納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が名前を挙げた同僚がＡ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿で確認できること、及び当時の事業所内部の状況に関する

申立人の申立内容が具体的であり同僚の陳述とも一致していることから判

断すると、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠

落は無く、記録に不自然な点も見当たらず、また、申立人に係る雇用保険の

加入記録も確認できない。 

さらに、当該事業所は、「若い人はすぐ辞める人が多いので、一部の人に

は試用期間を設け、しばらく様子をみてから正社員にしている。申立人は勤

務期間が短いことから、正社員として社会保険に加入していないと思われ

る。」と陳述していることから、申立期間当時、同社では一部の従業員につ

いて入社後一定期間経過後に被保険者資格を取得させる取扱いであり、申立

人は被保険者資格を取得する前に退職したと考えるのが相当である。 

申立期間②については、申立人が勤務していたとするＣ社は、社会保険事

務所の記録では、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、勤

務先の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 



さらに、申立人は、当該事業所の代表者、上司及び同僚の氏名を記憶して

おらず、これらの者から、当該事業所における申立人の勤務の状況及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、申立期間②における申立人の雇用保険の記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月 25日から 41 年３月 21日まで 

    私は、昭和 40年７月 12日からＡ社に勤務し、同社倒産後の同年 10 月 25

日から 41 年３月 21 日まで同社Ｃ事業本部の承継企業であるＢ社に引き続

き勤務した。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ｂ社に勤務した期間が厚生年金保険の

未加入期間とされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る事業所別被保険者名簿から同社

での在籍が確認できる複数の同僚の証言により、申立人が、同社に在籍してい

たことは推定できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 40年 12月１日に社会保険の適用事業所となっている

ことが、同社に係る事業所別被保険者名簿から確認でき、同社は、申立期間の

うち、同日前において適用事業所とはなっていない。 

また、申立人と一緒にＡ社からＢ社に移ったとされる同僚の同社での厚生年

金保険被保険者記録も見当たらない。 

さらに、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立期間の健康保険番号に

欠番は無く、連続して付番されていることが確認できる。 

加えて、Ｂ社は、昭和 41 年 10 月 31 日に社会保険の適用事業所では無くな

っている上、49 年 12 月３日に解散していることが商業登記簿から確認でき、

申立期間当時の役員２人及び複数の同僚に照会したものの、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料の控除に関する証言等を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月 30日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 59年１月４日から平成３年３月 31日までＡ社に勤務していた

にもかかわらず、社会保険庁の記録では、同社での厚生年金保険被保険者

資格の喪失日が同年３月 30日となっており、同年３月の１か月が厚生年金

保険の未加入期間とされている。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年３月 31 日までＡ社に勤務していたと申し立てていると

ころ、雇用保険加入記録では、申立人は、同年３月 29 日に同社を離職してい

ることが確認でき、社会保険庁の記録と符合している。 

また、Ａ社が加入しているＢ厚生年金基金の記録をみると、申立人の同社で

の被保険者資格の喪失日は平成３年３月 30 日であり、社会保険庁の記録と一

致していることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「当時、月の末日が土曜日又は日曜日の場合、最終勤務日

に当たる直近の金曜日付けで退職手続を行っており、申立人は申立期間に同社

に在籍していない。」としており、平成３年３月 31日は日曜日であったことか

ら、同社は、申立人の退職日を同日直前の金曜日の同年３月 29 日とし、申立

人の被保険者資格の喪失日を社会保険庁の記録どおりの同年３月 30 日とする

届出を行っていることが、同社提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書から確認できる。 

加えて、Ａ社における平成３年４月１日の厚生年金保険被保険者資格の喪失

者は見当たらない一方、申立人の資格喪失日と同一日の同年３月 30 日に被保

険者資格を喪失している同僚が 10 人おり、そのうち１人は、同年３月分の国



民年金保険料を納付していることが社会保険庁の記録から確認できる。 

なお、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14条にお

いては、資格の喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とさ

れていることから、申立人の資格の喪失日は、平成３年３月 30 日であり、申

立人の主張する同年３月は、厚生年金保険の被保険者期間とならない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間において厚

生年金保険被保険者であったと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年１月から 44年 12 月まで 

    私は、昭和 35年１月から 44年 12 月までＡ社に勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、申立期間が厚生年金保険の未加入期間と

なっているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ

り同社での在籍が確認できる複数の同僚の証言から、在籍期間は特定できない

ものの、申立人が同社に在籍していたことは推定できる。 

しかし、事業主及び同僚からは、申立人の在籍時期、勤務実態及び申立期間

の厚生年金保険料控除の事実を確認できる関連資料及び証言を得ることはで

きなかった。 

また、Ａ社は、昭和 41年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、同社は、申立

期間において同年 11 月１日以前の期間は適用事業所となっていない上、同名

簿を見ると、健康保険番号に欠落は無く、連続して付番されていることが確認

できる。 

さらに、申立人が、Ａ社で在職していたと申し立てている複数の同僚の同社

における厚生年金保険被保険者記録も確認できない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月 27日から 34 年６月５日まで 

私は、昭和 33年３月 27日にＡ社に入社し、同社がＢ業務を受託していた

事業所でＣ業務従事者として勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の取

得日が昭和 34 年６月５日となっている。50 年以上も前のことであり、当時

の給与明細書等の資料は残っていないが、33 年３月 27 日からＡ社に勤務し

ていたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険加入記録から、申立人が、昭和 33年３月 26日からＡ社に

勤務していたことは確認できる。 

そこで、Ａ社における厚生年金保険への加入の取扱状況についてみると、申

立人が、自身と同一職種で同僚として名前を挙げた者の同社での厚生年金保険

被保険者資格の取得日は、入社日から約７か月から 19 か月までの期間が経過

した後となっていることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年

金保険被保険者名簿から確認できる。 

また、Ａ社の当時の社会保険事務担当者は、「上司から試用期間経過後に社

会保険に加入させる旨の指示があった。」と陳述しているとともに、現在も同

社に在籍している同僚は、「試用期間中には、社会保険に加入させていなかっ

た。」と陳述している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、申立人と同一職種の新卒社員

について、個人ごとに期間に差は認められるものの、一定の試用期間経過後に

厚生年金保険被保険者資格を取得させる取扱いであり、申立人についても申立



期間は試用期間であったため、厚生年金保険被保険者資格の取得手続が行われ

ていなかったものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から 36年 12月まで 

私は、昭和 31 年６月から 36 年 12 月までＡ社に勤務していた。当時、同

社は、Ｂ商品のほか、Ｃ社という商号でＤ商品の販売も行っており、両社の

所在地は同じであった。 

社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭

和 32 年４月１日となっているが、36 年 12 月まで勤務していたので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社での厚生年金保険被保険者資格を昭和 32年８月に喪失した同僚は、「私

が退職した時点において、申立人は、同社で働いていた。」と陳述しているこ

とから、申立人が、申立期間のうち、同年８月までは同社に勤務していたこと

は推定できる。 

しかし、Ａ社の当時の事業主は既に死亡している上、当時の事務担当者の連

絡先も不明のため、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について陳述を得ることができない。 

また、複数のＡ社での同僚及びＣ社の在籍者に照会したものの、申立人の申

立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除に関する陳述を得ることは

できなかった。 

さらに、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 32 年４

月１日以後の申立人の標準報酬月額に係る定時決定等の記録は無い上、申立人

の健康保険証が社会保険事務所に返納されたことを示す「証返」の押印が確認

できる。 



加えて、申立人がＡ社と同一事業主が経営していると陳述しているＣ社に係

る厚生年金保険被保険者名簿にも、申立人の記録は見当たらない上、同名簿の

申立期間の健康保険番号に欠落は無く、連続して付番されていることが確認で

きる。 

また、社会保険事務所が保管する事業所整理記号簿及び社会保険庁のオンラ

イン記録において、類似の事業所名での確認を行ったが、申立人が陳述してい

る事業所所在地において該当する適用事業所の記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3888 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 19日から 32 年７月８日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた期間が厚生年金保険の未加入

期間となっている。 

私は、昭和 60 年１月に災害に遭い、申立期間当時の書類は残っていない

ため、正確な入社日及び退社日は分からないが、Ａ社に勤務していたことは

確かなので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ 

り同社での在籍が確認できる同僚２人の証言から、申立人が、同社に在籍して

いたことは推定できるものの、いずれの同僚も、「申立人の同社での在籍時期、

在籍期間及び勤務実態までは特定できない。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により同社での申立期間当時の

在籍が確認できる同僚２人は、「当時、具体的な期間までは覚えていないが、

入社後に一定期間の試用期間を設けていた。」、「当時、事業主の考え方次第

で厚生年金保険に加入していなかった同僚がたくさんいた記憶が有る。」と陳

述している。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、健康保険番号に欠番は

無く、連続して付番されていることが確認できる上、申立人は、申立期間当時

の同社の従業員数は約300人から400人ぐらいであったと陳述しているところ、

同名簿を見ると、同社での厚生年金保険被保険者数は、申立期間直後の昭和

32年８月１日時点において、既に被保険者資格を喪失していた者を含めて 135

人であることが確認でき、同社には、厚生年金保険に加入していない従業員が

いたことがうかがわれる。 



加えて、複数の同僚は、「Ａ社に入社後、２年から３年後ぐらいに厚生年金

保険に加入した。」旨を陳述しており、同社での被保険者資格の取得日が昭和

33年３月 18日である同僚は、「同社には、昭和 28年又は 29年に入社したが、

社会保険には加入しておらず、健康保険証は無かったので、治療が必要になっ

た際、会社に相談し、健康保険証を作ってもらった。」と陳述している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、試用期間などの何らかの事情

により、入社から数年後に厚生年金保険資格の取得手続を行っていたものと考

えられる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3889 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 26日から 43 年６月 21日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた昭和 38 年３月 26 日から 43

年６月 21日までの期間に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、私は、Ａ社を退職する際、脱退手当金を受給しておらず、請求し

た記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

そこで、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同一時期

（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した女性 13人について、

脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め８人であり、

うち７人が資格喪失後６か月以内に支給決定されていることが確認できるこ

とを踏まえると、脱退手当金の請求に当たっては、事業主が何らかの関与をし

ていた可能性は否定できない。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間

の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 43 年８月６日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3890 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年３月 28日から同年７月 20日まで 

             ② 昭和 38年７月 20日から 41年７月 27日まで 

             ③ 昭和 41年 12月１日から 44年３月 28日まで 

    Ａ社、Ｂ社及びＣ社で勤務していた厚生年金保険被保険者期間に係る脱退

手当金が支給済みとなっていることに納得がいかない。 

Ｃ社を退職した際に、脱退手当金の請求書類に記入したことも、印鑑を

押したことも無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ｃ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約１年３か月後の昭和45年６月26日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

そこで、申立人の脱退手当金裁定請求書を見ると、記載内容に疑義は認めら

れないとともに、申立人の脱退手当金は、同請求書に記載された申立人の実家

の住所地に近いＤ郵便局での隔地払い（通知払い）となっていることが確認で

き、申立人の脱退手当金の支払通知書は、申立人の実家の住所地あてに送付さ

れ、同郵便局で脱退手当金を受領したと考えるのが自然である。 

また、Ｃ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支

給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計

算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人には、申立期間に係る脱退手当金とは別の脱退手当金が昭和



37 年 12 月 27 日に支給されたと記録されているところ、申立人は、この脱退

手当金を受給したことを記憶しており、申立人は、脱退手当金制度を認識して

いたと考えられる上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 33年６月ごろから同年 12月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間について

は同社で正社員としてＢ業務に従事する仕事をしていたことは間違いがな

いので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＣ市Ｄ区内にあったＡ社で勤務し、厚生年金保険に加

入していたと主張している。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で、申立期間当初（新規適用

時）から、申立人が次の事業所（Ｅ社）で厚生年金保険被保険者の資格を取得

する昭和 35年６月７日までの間に、記録が確認できる同僚 10人に照会したと

ころ、６人から回答があり、全員が申立人のことを知らないと陳述しており、

申立人も申立期間当時の上司及び同僚の名前を記憶しておらず、事業主も既に

死亡しているため、これらの者から同社における申立人の勤務の状況及び厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

また、社会保険庁の記録によれば、申立人は、申立期間のうち、昭和 33 年

９月２日から同年 12月 14日の間、Ｆ社において厚生年金保険に加入している

ことが確認できるため、同社で被保険者資格を有していた期間は、Ａ社で被保

険者資格を有していたとは考え難い。 

さらに、上記同僚のうち一人は、「正社員と言われる方は、男子のＦ業務従

事者で、女子はアルバイトのような方が多かったと思う。」と陳述しており、

別の同僚は「女性従業員の出入りは頻繁であった。」旨陳述している。 

加えて、申立人は、申立期間当時、Ａ社の社員数は 20 人程度であったと陳



述しているが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間当時

の被保険者は５人ないし８人であり、当該名簿に欠番は無いことから、同社で

は必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではないことが

推認できる。 

これらの事情及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3892 
 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  
 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月 21日から 52 年１月 20日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。私は、

Ａ社で二度目の資格を取得したとされている日から約４か月後に、Ｂ業務長

に任命されており、継続して勤務していなければこのような辞令は出ないと

思う。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間において、Ａ社に継続して勤務していことはＡ社の同僚

の証言により推認できる。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録及びＡ社が保管する職員社会保険台帳の

記録は、社会保険庁における申立人の厚生年金保険加入記録と一致する。 

   また、申立人は、「Ａ社に勤務した当初は、パート勤務であり、厚生年金保

険には未加入であったが、その後、勤務時間が長くなったため厚生年金保険に

加入することになった。」としているところ、Ａ社の同僚は、「申立期間当時、

申立人は午前中のパート勤務であったと記憶している。」と陳述している。 

   以上のことから、申立期間当時、申立人がパートタイム勤務扱いとなり、勤

務時間が短くなったため、Ａ社は、申立人の厚生年金保険被保険者資格を喪失

させたものと考えることが相当である。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていることをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3893 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月 29日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社   

に勤務していた昭和 42 年５月 29 日から同年７月１日までの期間について、

厚生年金保険に未加入という回答があった。同社に当該期間勤務していたの

は間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に、臨時雇用員とし

て勤務していたことは、雇用保険の記録及び同社の履歴カードにより確認でき

る。 

   しかし、Ｂ社は、「当時、Ａ社では、２か月単位で厚生年金保険の加入手続

を行っており、申立人の場合、昭和 42 年５月と同年６月に入社した者の一人

として同年７月１日に厚生年金保険の加入手続きをしたと思われる。このため、

申立期間については、申立人に係る保険料の控除及び納付は行っていない。」

と回答している。 

   また、昭和 42 年７月１日にＡ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得した

者のうちの、12 名からの供述があり、全員が同年５月と同年６月に同社に入

社したとしている。 

   さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び

周辺事情も無い。 

   これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3894 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年８月ごろから 36年２月ごろまで 

Ａ社に昭和34年８月ごろから36年２月ごろまでＢ業務担当者として勤務

していたが、社会保険庁には当該期間に係る厚生年金保険に加入した記録が

無い。同社で勤務していた申立期間について、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時のＡ社内の様子及び業務の内容など、従業員でなけ

れば知り得ない事情を具体的に記憶していることから、同社に勤務していたと

推認できる。 

しかし、Ａ社は、既に社会保険事務所の適用事業所で無くなっており、申立

期間当時の人事記録等が残されていないことから、申立人の同社における勤務

状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、社会保険事務所に保管されているＡ社に係る被保険者名簿から、申立

期間当時に、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照

会したところ、申立人のことを記憶している従業員はおらず、また、申立人も

当時の同僚の氏名を記憶していない。 

さらに、Ａ社に係る被保険者名簿には、申立期間前後に入社した従業員の健

康保険番号に欠落は見られない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 36年２月 21日から 39 年５月１日まで              

    Ａ社に昭和 36 年２月から勤務し、厚生年金保険料を支払っていると思う

が、社会保険庁には加入していた記録が無い。自分より１年前に入社した先

輩には入社した年から加入記録があり、自分より後に入社した後輩にも自分

より早く加入記録がある。納得できないので申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における同僚の供述及び申立人が申し立てている同僚の加入記録によ

り、申立人が昭和 36 年２月ごろから、同社に継続して勤務していたことが推

認できる。 

しかしながら、当該同僚及びほかの同僚について、入社日と厚生年金保険の

資格取得日との関係をみると、試用期間があったとして入社日の約４か月後及

び約９か月後に資格を取得している者及び、勤務を始めて約２年２か月後に資

格を取得している者が確認できることから、Ａ社では、すべての従業員を入社

と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなかったものと考えられる。 

また、申立人が入社した時期及びその期間の前後に、Ａ社で健康保険の資格

を取得した者の健康保険番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 21 年ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ支店に勤務していた申立期間における加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。確かにＡ社Ｂ支店に勤務していたので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が同僚としている者について、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ支店

の被保険者名簿から厚生年金保険の加入記録が確認できることなどから、勤務

期間は特定できないものの、申立人が当該事業所に勤務していたことが推認で

きる。 

   しかしながら、Ａ社は、申立期間の途中の昭和 20 年５月に合併によりＣ社

となったことが確認でき、また、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ支店の被保

険者名簿から、同年９月 15日に被保険者資格を取得した同僚は、「申立人が名

前を挙げた同僚と一緒に勤務していた記憶はあるものの、申立人が勤務してい

た記憶は無い。」と供述している。 

   さらに、申立期間当時におけるＡ社Ｂ支店の職場環境について、上記の被保

険者名簿から昭和 19 年６月１日に被保険者資格を取得していることが確認で

きる同僚は、「多くの女性社員が、内勤業務に当たっていた。」と供述しており、

また、同日に被保険者資格を取得していることが確認できる別の同僚は、「当

時、女性社員が内勤で重要な仕事をしていた記憶がある。」と供述しており、

当該被保険者名簿からも、同一日に被保険者資格を取得した者の人数は、男性

17名に対して女性 21名となっていることが確認でき、Ａ社Ｂ支店での勤務当

時、女性社員は男性社員に比べて少数であり、男性社員の指示の下で勤務して



いたとする申立人の陳述とは符合しない。 

   加えて、Ａ社Ｂ支店は、その後、合併及び改称により名称変更して昭和 36

年 11月 27日に社会保険の適用事業所では無くなっており、当時の事業主及び

役員等については所在が不明であることから、これらの者から同社同支店にお

ける申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

ない。 

このほか、申立人の申立期間に係る、保険料控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 


